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は　じ　め　に

　障害のある児童・生徒への支援に関して、国においては、「障害者の権利に関する条約」
（平成26年１月）の批准、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成
28年４月）、「発達障害者支援法の一部を改正する法律」（平成28年８月）の施行がされ
ました。また、平成24年７月には、中央教育審議会初等中等教育分科会において「共生
社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報
告）」が取りまとめられました。この報告では、共生社会の形成に向けて、障害者の権利
に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のた
めには、特別支援教育を着実に進めていく必要があるとされています。
　こうした中、東京都教育委員会では、自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性
障害のある児童・生徒に対する支援の充実を図るため、従来、通級指導学級で行ってい
た指導を在籍校で受けられる「特別支援教室」の小・中学校（義務教育学校及び中等教
育学校前期課程を含む。以下同じ。）への導入を開始しました。
　この新たな制度である特別支援教室の円滑な導入・定着を図るため、平成27年３月に
「小学校における特別支援教室の導入ガイドライン」（平成30年６月に一部改定）を、
平成30年３月に「中学校における特別支援教室の導入ガイドライン」を作成し、特別支
援教室の運営方法や学校の環境整備など、制度の概要について周知を図ったところです。
　平成28年度から順次導入を進めていく中で、区市町村や学校に対するヒアリングや調
査等から様々な実態が明らかになってきました。例えば、特別支援教室での指導の開始
や終了に関する検討や決定の方法が区市町村によって異なっている実態があることなど
が分かってきました。
　そこで、令和３年４月、都内公立小中学校全校に導入が完了することから、特別支援
教室の運営をさらに充実させるため、有識者を含む「特別支援教室の入退室等検討委員
会」（令和元年～２年）において、特別支援教室の運営方法等について協議を進めてきま
した。この度、その検討結果を踏まえ、特別支援教室の導入ガイドラインを改訂し、名
称を「特別支援教室の運営ガイドライン」と改めました。
　今後、対象児童・生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し、全ての
時間、在籍学級で学校生活を送れるようになるという特別支援教室の目的を達成させる
ためには、学校全体での取組がより一層重要となります。本ガイドラインの活用により、
各区市町村教育委員会及び各小・中学校の特別支援教室に係る取組の更なる充実と、学
校全体の特別支援教育のより一層の推進に期待しています。

東京都教育委員会





2

＜　ガイドラインの全体構成　＞

第１部　特別支援教室　運営の充実に向けて　････････････････････　３～６２

　　第１章　特別支援教室とは　･･･････････････････････････････････　　５～１７

　　第２章　特別支援教室の基盤整備　････････････････････････････　１８～２７

　　第３章　入室と退室（指導の開始と終了）　･････････････････････　２８～５２
　･･
　　第４章　専門性の向上と理解促進　････････････････････････････　５３～５９
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　　第１章　在籍学級を中心とした支援の充実　･･･････････････････ 　６６～７４

　　第２章　特別支援教室の利用と在籍学級との連携　･････････････ 　７５～８７

　　第３章　特別支援教室の退室に向けた考え方（退室の目安）･････ 　８８～９６

　　様　式　･･･････････････････････････････････････････････････ 　９７～１０４
　　
　　参考資料　･････････････････････････････････････････････････ １０５～１０９
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特別支援教室の導入の背景１

　平成16年12月に公布された発達障害者支援法により、国及び地方公共団体は、発達
障害のある児童・生徒に対し、その障害の状態に応じ十分な教育を受けられるようにす
るため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとの責務が
明確化された。
　文部科学省が平成24年12月に公表した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性の
ある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」によれば、知
的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示す発達障害の可能性のあ
る特別な教育的支援を必要とする児童・生徒が、小学校の通常の学級に7.7％、中学校
に4.0％（小・中学校全体では6.5％）在籍しているという結果であった。また、小・中
学校全体でみると、発達障害の可能性のある児童・生徒のうち、93.3％が通級による指
導を受けていないことが明らかになった。
　さらに、平成28年5月には、発達障害者支援法が改正され、同年8月から施行された。
この改正では、発達障害のある人への切れ目のない支援を行うことが特に重要であり、
教育に関しては、第8条において、「国及び地方公共団体は、発達障害児（十八歳以上の
発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課
程に在学する者を含む。以下この項において同じ。）が、その年齢及び能力に応じ、かつ、
その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が
発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮」することや、「個別の教育支援
計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の
推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講じるものとする。」ことな
どが新たに規定された。

　都教育委員会は、都内公立小・中学校における発達障害のある児童・生徒の在籍状況
や現在受けている指導・支援の状況を把握するため、小学校については平成26年度、
中学校については平成27年度に区市町村教育委員会を通じ、全公立小学校1,295校及
び全公立中学校617校の校長を対象とした発達障害教育に関する調査を実施した。この
調査において、小学校の通常の学級に在籍している児童552,897人のうち、33,661人
（6.1％）、中学校の通常の学級に在籍している生徒 228,340 人のうち、11,326 人

（1）国の発達障害教育に関する状況

（2）都教育委員会による全公立小・中学校を対象とした発達障害のある
児童・生徒に関する調査結果
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（5.0％）が、発達障害の可能性があるとの回答を得た（診断の有無は問わない。）。この
ことから、公立小・中学校のほとんどの学級に発達障害のある児童・生徒が在籍してい
ることが推測される。
　また、各校長は、これら発達障害の可能性がある児童・生徒のうち、小学校では
48.9％、中学校では28.3％の児童・生徒は、在籍学級における一部の授業を抜けて特別
の指導（通級による指導）を受ける必要があると回答している。
　こうしたことから、より多くの子供たちが、障害の状態に応じた特別の指導を受けら
れる体制を整備するため、都は、全ての公立小・中学校に特別支援教室を導入すること
とした。

　都は発達障害教育について、これまで情緒障害等通級指導学級（以下「通級指導学級」
という。）を中心に実施してきた。通級指導学級は、通常の学級に在籍する自閉症、情緒
障害、学習障害、注意欠陥多動性障害（以下「発達障害等」という。）のある児童・生徒
を対象とし、通級による指導を行うものである。通級指導学級では、対象の児童・生徒
の多くが在籍校を離れて他校に設置された通級指導学級に通い指導を受けていた。
　一方、特別支援教室は、通常の学級に在籍する発達障害等のある児童・生徒を対象と
して、発達障害教育を担当する教員が各学校を巡回して指導することにより、これまで
通級指導学級で行ってきた特別の指導を児童・生徒が在籍校で受けられるようにするも
のである。制度上は、国の通級による指導に位置付けられるものであり、対象者及び指
導内容はこれまでの通級指導学級と同様である。
　特別支援教室は、都内の公立小学校については平成30年度に全校導入が完了し、都内
の公立中学校については令和３年度に全校導入が完了する。
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【表１　発達障害の可能性のある児童・生徒数及び支援の状況】

小学校

中学校

552,897人

228,340人

33,661人

11,326人

6,209人

1,841人

16,445人

　3,210人

6.1％

5.0％

18.4％

16.3％

48.9％

28.3％

通常の学級の
児童・生徒数

※　ａ及びｃは、公立学校統計調査報告書による数値（小学校平成26年度、中学校平成27年度）

※　ｂ及びｄは、都教育委員会調査による数値（小学校平成26年度、中学校平成27年度）

ｂ ｃ ｄｂ/ａ ｃ/ｂ ｄ/ｂａ

発達障害の
可能性のある
児童・生徒数

通級による指導
を受けている
児童・生徒数

ｂのうち一部特
別な指導が必要
な児童・生徒数

在籍率 支援率 割合

情緒障害等通級指導学級と特別支援教室２
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通級指導学級

特別支援教室

【通級指導学級から特別支援教室へ】

通級指導学級設置校に児童・生徒が通級し、指導を受ける

各小・中学校

各小・中学校

【通級】

【巡回】

【通級】

【巡回】

通級指導学級設置校

巡回指導の拠点校

各小・中学校

各小・中学校

全ての公立小・中学校に特別支援教室を設置し、教員が巡回指導する

　特別支援教室導入の目的は、発達障害等のある児童・生徒が学習上又は生活上の困難
を改善・克服し、可能な限り多くの時間、在籍学級で他の児童・生徒と共に有意義な学
校生活を送ることができるようになることである。このため、特別支援教室での指導の
成果は、児童・生徒の学習能力の向上や在籍学級における集団適応能力の伸長とともに、
どれだけ指導の終了（在籍学級のみでの指導・支援）に結び付けることができたかとい
う視点で捉えることも重要である。ただし、継続した指導が必要な児童・生徒がいると
いうことに留意する必要がある。

特別支援教室の目的３

特別支援教室導入による主な効果４

　発達障害等のある児童・生徒は、全ての学校に在籍しているものと推測される。児童・
生徒が抱える学習上又は生活上の困難さに対応した特別の指導を受けられる体制を全て
の小・中学校で整備することにより、支援の必要な児童・生徒に対して、各学校におい
て特別の指導を実施することが可能となる。
　各学校においては、在籍学級担任や教科担任（以下「在籍学級担任等」という。）が、
特別支援教室において巡回指導を担当する教員（以下「巡回指導教員」という。）と協働
することにより、児童・生徒一人一人が抱える困難をより効果的に改善し、児童・生徒
の学習能力や集団適応能力の伸長を図ることができる。

（1）発達障害等のある児童・生徒への適切な指導の実施
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　児童・生徒が在籍校で特別の指導を受けられるようにすることで、他校への移動時間
や移動時の安全確保等の面で児童・生徒の負担や保護者の送迎の負担を軽減するととも
に、在籍学級の時間割等に応じて特別支援教室での指導の時間を柔軟に設定することが
可能になるなど、在籍学級での授業の遅れに対する不安の軽減を図ることができる。

　巡回指導教員や巡回相談心理士が在籍学級における児童・生徒の行動観察を行うこと
で、早期に障害に起因する児童・生徒の困難さに気付き、支援に結び付けることができる。

　巡回指導教員が、在籍学級担任等に対して具体的な指導内容・方法や支援方法につい
て助言し、在籍学級担任等が助言に基づき、発達障害等のある児童・生徒を含む全ての
児童・生徒にとって分かりやすい授業の実施や学習に集中できる環境の整備を図ること
などにより、通常の学級において特別支援教育の考え方を踏まえた指導・支援を推進す
ることができる。

　特別の指導が各校において実施されることで、これまで特別の指導の意義や内容を知
る機会が少なかった児童・生徒や保護者の理解が進むとともに、支援の必要な児童・生
徒とその保護者が支援を受けることを身近に考えられるようになり、全ての教職員、児童・
生徒や保護者の発達障害教育への理解が促進される。

（2）児童・生徒や保護者の負担等の軽減

（4）児童・生徒への早期からの支援

（3）通常の学級における特別支援教育の推進

（5）全ての教職員、他の児童・生徒や保護者の発達障害教育への理解の促進

第
１
章

特
別
支
援
教
室
と
は

特別支援教室の対象となる児童・生徒及び教育課程５

　通級による指導とは、小学校及び中学校の通常の学級に在籍し、通常の学級での学習
におおむね参加でき一部特別な指導を必要とする児童・生徒に対して、各教科等の指導
を通常の学級で行いながら、障害に応じた特別の指導を特別の場で行う教育形態である。
　通級による指導は、学校教育法施行規則第140条に基づき行われており、特別支援教
室における指導は、この通級による指導の一つの形態である。

（1）通級による指導



10

学校教育法施行規則

第140条　小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれか

に該当する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。）のうち当該障害に応じた特別の指導

を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1

項（第79条の6第1項において準用する場合を含む。）、第51条、第52条（第79条の6第1項に

おいて準用する場合を含む。）、第52条の3、第72条（第79条の6第2項及び第108条第1項に

おいて準用する場合を含む。）、第73条、第74条（第79条の6第2項及び第108条第1項におい

て準用する場合を含む。）、第74条の3、第76条、第79条の5（第79条の12において準用する場

合を含む。）、第83条及び第84条（第108条第2項において準用する場合を含む。）並びに第107条（第

117条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

一　言語障害者

二　自閉症者

三　情緒障害者

四　弱視者

五　難聴者

六　学習障害者

七　注意欠陥多動性障害者

八　その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

　学校教育法施行規則第140条の規定による特別の教育課程の編成にあたっては、当該
児童・生徒の障害に応じた特別の指導を小・中学校の教育課程に加え、又は、その一部
に替えることができる（学校教育法施行規則第140条、平成５年文部省告示第７号、平
成18年文部科学省告示第54号、平成19年文部科学省告示第146号、平成28年文部
科学省告示第176号）ことから、特別支援教室を設置する学校は、特別支援学校小学部・
中学部学習指導要領の自立活動の内容を参考にして、通常の教育課程とは別に、児童・
生徒一人一人について特別の教育課程を編成し、区市町村教育委員会に届出をする必要

　特別支援教室の対象となる児童・生徒は、「通級による指導の対象とすることが適当な
自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒につ
いて（通知）」（平成18年３月31日付17文科初第1178号）により規定されていると
おり、通常の学級に在籍し、知的障害がなく発達障害等があり、通常の学級での学習に
おおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童・生徒である。

（3）特別の教育課程

（2）特別支援教室の対象となる児童・生徒
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がある。
　その際、特別支援教室で指導する児童・生徒一人一人に個別指導計画を作成し、指導
目標や指導内容を定める必要がある。
　なお、知的障害のある児童・生徒に対する学習上又は生活上の困難の改善・克服に必
要な指導は、生活に結び付く実際的・具体的な内容を継続して指導することが必要であ
ることから、一定の時間のみ取り出して行う指導にはなじまないことを踏まえ、現在、
知的障害のある児童・生徒については特別支援教室の対象とはなっていない。（「障害に
応じた通級による指導の手引」改訂第３版４刷（文部科学省編著）より）

　特別支援教室で実施する指導の時間は、「学校教育法施行規則の一部改正等について（通
知）」（平成18年３月31日付17文科初第1177号）で示されており、年間35単位時
間から280単位時間までが標準である。ただし、学習障害者及び注意欠陥多動性障害者
については、月１単位時間程度の指導でも十分な教育的効果が認められる場合があるこ
とから、年間10単位時間から280単位時間までとなっている。

（4）特別の指導の標準指導時間

【表２　特別支援教室が対象とする障害の種類・程度及び標準指導時間】
障害の種類

自閉症者

情緒障害者

学習障害者

注意欠陥多
動性障害者

　自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむ
ね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの

　主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通
常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要と
する程度のもの

　全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、
計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著し
い困難を示すもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの

　年齢又は発達に不釣合いな注意力又は衝動性・多動性が認めら
れ、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもので、一部特別
な指導を必要とする程度のもの

障害の程度 標準指導時間

年間35～280
単位時間
（週１～８単位
時間程度）

年間10～280
単位時間
（月１～週８単
位時間程度）

※　障害の種類・程度は、平成18年３月31日付17文科初第1178号「通級による指導の対象と

することが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童

生徒について（通知）」による。

※　標準指導時間は、平成18年３月31日付17文科初第1177号「学校教育法施行規則の一部改

正等について（通知）」による。

第
１
章

特
別
支
援
教
室
と
は
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特別支援教室での指導６

　特別支援教室では、対象児童・生徒が抱えている障害による学習上又は生活上の困難
を改善・克服することによって、可能な限り多くの時間、在籍学級で有意義な学校生活
を送れるよう指導する。その際、対象児童・生徒が抱えている困難のみに着目するので
はなく、得意なことや、少しの支援・配慮があれば、できることを見出し、対象児童・
生徒が「できた」、「分かった」という実感を得られるように工夫することが重要である。
　特別支援教室での指導により、達成感を得て自尊感情・自己肯定感を向上させ、対象
児童・生徒が主体的に困難を改善・克服しようとする取組を促し、在籍学級での有意義
な学校生活につなげていく。
　小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領において、通級による指導を行う場合は、
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の自立活動の内容を参考とし、具体的な目標
や内容を定め、指導を行うものとされている。
　なお、「自立活動の指導」について、平成29年４月に公示された特別支援学校小学部・
中学部学習指導要領では、その目標を「障害による学習上又は生活上の困難を主体的に
改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発
達の基盤を培う。」と示している。
　特別支援教室は、学校教育法施行規則第140条に基づき、特別の教育課程を編成し、
発達障害等のある児童・生徒を対象に障害に応じた特別の指導を行う教室であることか
ら、個別的な学習支援、あるいは精神疾患、家庭環境等、他の要因のみにより一斉指導
が困難な児童・生徒に対しては、通常の教育課程の中で指導内容や方法を工夫していく
ことが適切である。

　自立活動の内容には、人間としての基本的な行動を遂行するための要素と、障害によ
る学習上及び生活上の困難を改善・克服するために必要な要素を含んでいる。指導する
にあたっては、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領にある6区分２７項目の自立
活動の中から、個々の児童・生徒に必要な項目を選定し、選定した項目相互の関連性を
考慮しながら具体的な指導内容を設定する。このため、自立活動の指導をする際には、個々
の児童・生徒の実態を把握し、児童・生徒の状態に応じた具体的な指導内容を設定する
ことが必要である。

（1）特別支援教室で行う指導とは

（2）自立活動の考え方
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　なお、自立活動の指導に当たっては、成長期にある児童・生徒の実態は様々に変化す
ることから、それらを見極めながら環境を整え、指導内容・方法を創意工夫することで、
児童・生徒の自立と社会参加につなげていくことが求められている。

特
別
支
援
教
室
と
は

　障害に応じた特別の指導については、平成28年12月9日の学校教育法施行規則の一
部改正により、「障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服することを目的
とする指導とし、特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教科の内容を取り扱い
ながら行うことができるものとする」（下線部が改正された箇所）とされている。従前は「障
害の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別の指導を含むものとする。」とされ
ていた、いわゆる「各教科の補充指導」については、今回、「障害の状態に応じて各教科
の内容を取扱いながら行うことができる」と改められたことに留意が必要である。
　この改正の趣旨は、単に各教科・科目の学習の遅れを取り戻すための指導など、障害
のある児童・生徒に対する特別の指導とは異なる目的で指導を行うことができると解釈
されることのないよう規定を改め、明確化したものである。

　特別の教育課程において指導の対象とする「障害による学習上又は生活上の困難」は、
ＩＣＦ（国際生活機能分類）の個人因子や環境因子等との関連で捉えることも必要であ
る。その上で、個々の児童・生徒の「学習上又は生活上の困難」を把握し、その改善・
克服を図るための指導の方向性や関係機関との連携の在り方などを検討することが重要
である。
　具体的には、児童・生徒の発達の特性や、障害による学習上又は生活上の困難を的確
に捉え、児童・生徒が現在行えていることや指導すればできること、環境を整えればで
きることなどに目を向け、児童・生徒の実態に応じて環境を整えつつ、指導内容・方法
を工夫し、児童・生徒の自立と社会参加につながる指導を進めることが大切である。

　特別支援教室での指導を受けるためには、在籍学級の授業（国語等）を抜けなければ
ならず、補習指導が別途必要になるなど、児童・生徒の負担になることにも配慮する必
要がある。
　また、発達障害のある児童・生徒も、在籍学級での指導方法の工夫や配慮により、特
別支援教室での指導を受けずに在籍学級で充実した学校生活を送ることができる場合が

（3）障害に応じた特別の指導とは

（4）特別の教育課程に関する留意点

（5）必要な支援の検討

第
１
章
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あることを踏まえ、児童・生徒の障害の程度や在籍学級等での状況を適切に把握し、特
別支援教室での指導が真に必要な指導時間であるかなど、十分に検討する必要がある。
　なお、一部の授業を抜けて特別支援教室で特別の指導を受ける児童・生徒に対しては、
自尊感情に配慮するとともに、本人の自己理解・自己決定を尊重するとともに保護者の
受容・理解も重要である。

【表３　発達障害等のある児童・生徒への支援のレベル】

支援レベル１

支援レベル２

巡回指導教員や巡回相談心理士の助言に基づく、在籍学級担任等の指導方法の
工夫等により、児童・生徒が抱えている困難さへの対応が可能と思われる程度

校内・外の人的資源等を活用することにより、児童・生徒が抱えている困難さ
への対応が可能と思われる程度

支援レベル３ 特別支援教室での特別な指導が必要と思われる程度

特別支援教室の運営に当たり留意すべき事項７

　特別支援教室で指導を受ける児童・生徒は、大部分の時間を在籍学級で過ごしている
ことから、発達障害等のある児童・生徒への指導・支援は特定の担当教員のみが行うの
ではなく、全ての教職員が取り組むべきである。また、特別支援教室での指導の内容や
成果については、在籍学級担任等をはじめ、学校全体で共有し、指導・支援体制を充実
させていくことが重要である。
　巡回指導教員と在籍学級担任等との連携促進によって、特別支援教室で指導を受ける
児童・生徒が、特別支援教室で学んだことを在籍学級で発揮するなど困難の改善が図ら
れやすくなり、より短期間で特別支援教室の指導を終了し、在籍学級のみで他の児童・
生徒と共に学ぶことができるようになることが期待できる。連携にあたっては、連携型
個別指導計画など、巡回指導教員と在籍学級担任等との連携・協働のためのツールの活
用が有効である。

　特別支援教室での指導は、原則として在籍校で受けることになるが、指導上の必要に
より、在籍校以外で指導を受ける方が効果的な児童・生徒は、例外的に他校に設置され
ている特別支援教室で指導を受けることも可能とするべきである。その場合においても、

（1）全ての教職員による取組

（2）在籍校以外の特別支援教室の利用の可能性
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学校間及び教員間で情報共有を適時適切に行い、自校で指導を受けている児童・生徒と
同様に連携した指導が行われる必要がある。
　なお、他校に設置されている特別支援教室で指導を受けるために必要となる通学費は、
特別支援教育就学奨励費の補助対象経費となる。

特
別
支
援
教
室
と
はア　複雑化する人間関係等への対応

　中学生は、小学生と比較して人間関係が複雑化するため、障害に起因する人間関係
の構築の困難さが顕著となったり、将来の進路への不安などを抱きやすくなったりす
る傾向がある。そこで、生徒からの相談等に適宜応じ、心理的安定を図るとともに、
特別支援教室の指導においても、生徒本人に進路や将来に向けての見通しを持たせる
という観点が必要である。

イ　小学校から中学校への指導の接続
　適宜、保護者の了解を得ながら、個別の教育支援計画（学校生活支援シート）（以下「学
校生活支援シート」という。）等の活用や学校間の連携を密にすることにより確実に情
報を引き継ぐことが重要である。また、特別支援教室での指導を小学校から引き続い
て受けることが必要な生徒については、中学校入学前から児童の課題を把握し、当該
生徒の教育課程や指導計画に反映する必要がある。

ウ　中学校から高校等への指導の接続
　保護者の意向を十分に踏まえた上で、進学先の高校などと、情報の共有や引継ぎ等
を適切に行うことが重要である。
　なお、全ての都立高等学校や都立中等教育学校後期課程において、令和３年度から、
通級による指導を実施できる仕組みが整う。

（3）中学校特有の状況への配慮

　発達障害等のある児童・生徒は、対人関係やコミュニケーションに困難さを抱えてい
るという障害特性が理解されず、それが要因となって不登校の状態になっている場合も
想定される。
　不登校に対する支援のニーズが生じた時、学校は、特別支援教室の制度や事業趣旨を
十分に踏まえたうえで、不登校の児童・生徒に対してはどのような支援ができるのか、
校内委員会等で検討し、各区市町村の不登校の児童・生徒への支援等を担当する部署等
と連携を図って適切に対応する必要がある。
　なお、「障害に応じた通級による指導の手引」改訂第3版4刷（文部科学省編著）に

不登校の児童・生徒への対応８

第
１
章
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示されているとおり、不登校の解消を主たる目的とする支援が必要な場合は、別室登校
等の特別支援教室以外の枠組みによる支援を行うことが適当である。

＜参考１＞「障害に応じた通級による指導の手引」改訂第3版4刷（文部科学省編著）（抜粋）

＜参考２＞児童・生徒を支援するためのガイドブック　～不登校への適切な対応に向けて～
（平成30年12月東京都教育委員会作成）

Ｑ６　対象となる児童生徒について教えてください。
Ａ　　通級による指導の対象となるのは、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、LD、

ADHD、肢体不自由、病弱及び身体虚弱の児童生徒であり、通常の学級での学習におおむ
ね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のものになります。

Ｑ11　不登校の児童生徒は通級による指導の対象となりますか。
Ａ　　　通級による指導においては、当該児童生徒の障害に起因する学校生活や通常の学級で

の学習上又は生活上の困難さ等を把握し、その困難さが改善・克服できるよう、指導目
標を立てて計画的に自立活動等の内容を参考とした指導を行います。
　不登校の状態にある児童生徒についても、Ｑ６のＡに該当し、当該児童生徒の通常の
学級における障害による学習上又は生活上の困難さ等を把握することができ、通級によ
る指導により困難さの改善・克服が見込まれる場合には、その困難さが改善・克服でき
るよう、指導目標と指導計画を立てて、通級による指導を実施することができると考え
られます。
　一方、その困難さの改善・克服が前提とならない場合や不登校の解消を主たる目的に
置く場合は、別室登校等の通級による指導以外の枠組みによる登校支援を行うことが適
当と考えられます。
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コラムＱ＆Ａ

Ｑ１　通常の学級での指導　
　「発達障害等のある児童・生徒への支援のレベル」の支援レベル１及び２に該当する
児童・生徒への支援とはどのようなものですか。

Ａ１　通常の学級には、様々な実態の児童・生徒が在籍しています。様々な実態の児
童・生徒の特性を踏まえて指導の工夫や配慮を実施していくためには、日々の学
校における教育活動にユニバーサルデザインの視点を取り入れた、全ての児童・
生徒に分かりやすい授業づくりを行うことが必要です。
　なお、ユニバーサルデザインの視点を意識するばかりに、教科指導の目標を下
げることのないように注意する必要があります。「分かりやすい授業」は決して「目
標を下げること」ではありません。全ての児童・生徒が、「できた」、「分かった」、
「身に付いた」と実感できる授業をつくることを目指し、授業改善を行うことが
大切です。
　学校教育におけるユニバーサルデザインの視点は、次のとおりです。

(1)　学習環境の整備
ア　場の構造化
イ　刺激量の調整
ウ　ルールの明確化
エ　お互いを認め合う工夫
オ　時間の構造化

【参考資料】
　ユニバーサルデザインの視点を取り入れた学校の教育活動の推進について
　≪小学校及び中学校での取組の事例集≫　（平成29年3月　東京都教育委員会）

(2)　指導方法の工夫
ア　焦点化
イ　視覚化・情報伝達の工夫
ウ　共有化・参加の促進

第
１
章





第２章　特別支援教室の基盤整備

18



19

　特別支援教室の実施にあたっては、次の①～⑤の理由から、複数の学校により構成さ
れる巡回グループ（拠点校と巡回校）を編成し、拠点校を定めた上で、巡回指導教員が
グループ内の学校を巡回して指導する体制を整備することとする。
　ただし、地理的な事情（町村や山間部など）により巡回グループを編成できない場合
はこの限りではないが、その場合においても、各自治体は、学校間の連携に一任せず、
域内のグループの中で拠点校の役割を果たす中心となる学校を１校指定し、次の①～⑤
の効果を発揮できるよう、当該の学校を指定した意図と役割を明確にすることが求めら
れる。
①　巡回指導教員同士が常に指導の方法や教材等を共有していくことで、指導内容の質
の向上を図り、一人一人の児童・生徒の状況に応じた適切な指導を行うようになること。

②　巡回指導教員による、特別支援教室における指導内容や学校全体の特別支援教育に
対する助言内容などに関して、個々の巡回指導教員の専門性の格差に起因する学校間
のバラつきが少なくなること。

③　巡回指導教員には、各校の特別支援教室への入室の検討に係る校内委員会等におい
て、客観的・専門的視点から意見を述べる役割が求められる。そこで、巡回指導教員が、
巡回グループ内で複数校の児童・生徒の指導に関わることによって、多様な実践事例
を蓄積することができ、より適切に、児童・生徒に必要な指導についての提案ができ
るようになること。

④　ベテランと経験の浅い教員など多様な組合せの巡回指導が可能となり、ＯＪＴ等に
よる人材育成が促されること。

⑤　拠点校に集中的に配置する巡回指導教員が、巡回グループ全体を担当することによ
り、各校の児童・生徒数の変動に、巡回グループ内で柔軟な対応が可能になること。

特別支援教室の指導体制１

主な関係教職員の責務・役割等２

ア　リーダーシップと学校経営（支援体制の充実と理解促進）
　各学校の特別支援教育の推進は、校長のリーダーシップの発揮いかんによって大き
く変わると言われている。校長は、特別支援教育の実施責任者として、自らが特別支
援教育や障害に関する認識を深めるとともに、校内委員会の運営、特別支援教育コー
ディネーターの指名と活用、学校内・外の人材活用、特別支援学校等の関係機関との
連携などに関してリーダーシップを発揮しつつ、学校経営の柱の一つとして、特別支

（1）校長
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援教育の充実に向けた学校内での教育支援体制の整備を推進する。
　また、校長は、拠点校、巡回校の別なく、通常の学級と同様に自校の特別支援教室
での指導について、自らの責任において、児童・生徒一人一人の状況に応じた教育課
程を編成する。
　そのためには、校長は、教育委員会等が実施する特別支援教育に関する研修への積
極的な参加や、校長会や巡回グループ内の校長等との活発な情報交換などによって、
特別支援教育に関する最新の情報を得るなど、特別支援教育に関する知識・理解を深
めていくことが重要である。
　さらに、校長は、学校経営計画（学校経営方針）の柱の一つとして、特別支援教育
の充実に向けた基本的な考え方や方針を明確に示す。その上で、校長は、発達障害等
のある児童・生徒への指導・支援については全ての教員が関わることから、校内委員
会や校内研修等を活用し、発達障害等のある児童・生徒への指導や特別支援教室の意
義等について全教員の理解を促進する。
　なお、拠点校の校長が中心となるだけではなく、巡回校の校長も主体となって、組
織的に学校間の緊密な連携及び情報共有を行い、巡回グループ各校の、特別支援教室
を含む特別支援教育に関する取組の更なる充実・推進を図る。

イ　巡回指導教員の育成
　巡回指導教員には特別の指導の経験が豊富な教員もいれば、教職経験の浅い教員、
特別支援教育を担当した経験がない教員もおり、経験や専門性は様々である。そのた
め、拠点校においては、経験が豊富で専門性の高い巡回指導教員を、ＯＪＴの実施や
拠点校と巡回校との間の連携、巡回校の特別支援教育コーディネーターとの連携等に
おいて中心的な役割を果たす立場として位置付ける。さらに、特別支援教室の指導内
容を継続的に充実させるために、経験が豊富で専門性の高い教員を中心としてＯＪＴ
を実施し、経験の浅い教員を、次期の中心的人材として活用することを想定した育成
を行うなど、中長期的な視点での人材の育成・活用を人事構想に盛り込むことが不可
欠である。
　なお、教職経験の浅い教員には、広い視点から児童・生徒を観察し適切な課題を見
いだす力を伸長させ、今後、通常の学級における指導にも活用できる人材を育成して
いくといった人事構想も必要である。

ウ　巡回指導教員の業務に関する配慮
　巡回指導教員は拠点校が本務校になるが、巡回指導を行う日は、巡回校の教員とし
て当該校の職務に専念できるようにしなければならない。そのため、巡回校の校長は、
自校の全教職員に対して、巡回指導教員も当該校の教員であるという意識を持たせる
ことが重要である。

第
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　また、巡回指導教員は特別支援教室における指導及びそれに関連する業務を行うた
めに配置されるものであることから、拠点校及び巡回校における校務分掌や部活動の
担当については、巡回指導等の業務に支障が生じないように十分配慮する必要がある。
　具体的には、巡回指導教員は、拠点校で常時勤務しているわけではないことから、
拠点校における分掌や部活動は、巡回指導教員としての業務に支障がないように配慮
する。巡回校においては、分掌、部活動や学校行事については、原則担当しない。校
務分掌の負担が大きく、巡回指導教員としての業務が十分にできない、また、滞って
しまうなどの状況が発生することは、あってはならない。

エ　保護者等に対する理解促進
　通常の学級の中で、特別な支援を必要とする児童・生徒に効果的な指導・支援を行
うためには、対象となる児童・生徒の保護者のみならず、全ての保護者等に対して、
特別支援教育の重要性や特別支援教室などの教育支援体制について理解を得ることが
重要である。具体的には、校長は、学校だよりや学校のホームページへ特別支援教育
の理解・啓発に関する情報の掲載、教育相談等の機会の活用など、ＰＴＡ等の協力も
得ながら、特別支援教育に関する理解の推進を図る。

　発達障害等のある児童・生徒への適切な指導・支援は、特別支援教室のみで完結する
ものではない。在籍学級担任等は、児童・生徒が抱える困難さやその改善状況等を十分
に把握し、在籍学級において適切な指導・支援を行う。例えば、児童・生徒が、特別支
援教室で指導を受けた内容を在籍学級で実践したとき、在籍学級担任等が機を逸せず、
児童・生徒を評価したり褒めたりすることが重要である。在籍学級担任等の認識の違い
で、特別支援教室の指導の成果は大きく左右される。特別支援教室での指導を効果的に
進めていくためにも、在籍学級担任等が、対象の児童・生徒の困難さを適切に把握し、
特別支援教室での指導の内容や目指すべき児童・生徒の姿について理解した上で、在籍
学級において関わり、支援することが重要である。
　なお、発達障害等のある児童・生徒への適切な指導・支援に関して、在籍学級担任等が、
巡回指導教員や巡回相談心理士から、積極的に助言等を得ようとする姿勢や意識も大変
重要である。

（2）在籍学級担任や教科担任
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　巡回指導教員は、拠点校を本務校とし、巡回校は兼務校となる。巡回指導教員は、拠
点校及び巡回校において、特別支援教室における指導だけでなく、在籍学級における児
童・生徒の行動観察や必要な配慮等に係る助言、在籍学級担任等との情報共有・連絡調整、
校内委員会や支援会議への参画、特別支援教室の運営に関連する業務を担当する。
　発達障害等のある児童・生徒が抱える困難の改善・克服のために、巡回指導教員は、
拠点校はもとより巡回校の教員としても、在籍学級担任等や特別支援教育コーディネー
ターなどの関係教職員と連携して、特別支援教室の充実に尽力する。そのため、発達障
害等のある児童・生徒への指導の専門性の向上に努めることが重要である。（専門性の向
上については第４章参照）

　特別支援教育コーディネーターは、学校内における特別支援教育の推進役として、校
内委員会の企画・運営を担い、協議を円滑に進める。具体的には、日頃から校内で特別
な支援を必要とする児童・生徒の情報を収集した上で、管理職、在籍学級担任等、巡回
指導教員、特別支援教室専門員などの関係教職員と情報を共有し、対象児童・生徒を適
切な支援につなげていく。また、特別支援教育コーディネーターが、支援や配慮を必要
とする児童・生徒の保護者から直接相談を受けた場合には、日頃から、当該児童・生徒
と関わりのある在籍学級担任等と連携を図りつつ対応する。
　各学校では、特別な支援を必要とする児童・生徒の把握に向けて、特別支援教育コーディ
ネーターが中心となり、関係教職員との情報共有の仕組みや早期支援が行える連携体制
を構築（管理職を含む関係教職員を構成員とした校内委員会の定期的な開催など）する。
　また、特別支援教育コーディネーターは、校長と相談し、全ての教職員を対象とした
発達障害等のある児童・生徒への指導・支援に関する校内研修等の企画立案も行う。
　体制構築や研修等については、巡回指導教員や同じ巡回グループ内の学校などから積
極的に情報を収集し、他校の取組を取り入れたり自校の取組を改善・発信したりしてい
くことが重要である。
　なお、特別支援教育コーディネーターについては、各校において、学校内における特
別支援教育の推進役を担う観点から、学校に常時勤務していない巡回指導教員以外の在
籍学級担任等の指名の検討が必要であるとともに、各学校における児童・生徒数などの
実態に応じて、複数指名の検討も必要である。

（3）巡回指導教員

（4）特別支援教育コーディネーター
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　特別支援教室専門員は、特別支援教室が設置されている学校１校につき１人配置され、
巡回指導教員等と連携して特別支援教室の円滑な運営に必要な業務を行う。
　特別支援教室専門員が担当する主な業務は、次のとおりである。

（5）特別支援教室専門員（会計年度任用職員）

①　児童・生徒が特別支援教室で指導を受ける時間割と在籍学級の時間割等を
調整する。

②　巡回指導教員及び巡回相談心理士と連絡・調整を行う。
③　特別支援教室での指導内容に応じて使用する教室や教具を調整する。
④　巡回指導教員の指示に基づき、個別の課題に応じた教材を作製する。
⑤　児童・生徒の行動観察及び指導の記録を作成し、巡回指導教員へ報告する。
⑥　巡回指導教員の指示に基づき、特別支援教室における指導の様子や在籍学
級における配慮事項等を在籍学級担任等へ伝達する。その他、巡回指導教員と
在籍学級担任等の間の連絡調整の補助を行う。

　特別支援教室専門員は、巡回指導がない日には在籍学級を回り、対象児童・生徒の様
子を記録し、巡回指導教員に報告する役割や、在籍学級担任等のほか、当該児童・生徒
に関係する複数の教員との連絡調整を担う。このように、在籍学級担任等と巡回指導教
員など関係教職員の連携における仲介役を果たすため、特別支援教室専門員は、関係教
職員の打合せに同席し、常に共通理解を図っておくことが不可欠である。
　また、特別支援教室専門員は、校内における連絡・調整や巡回指導教員との連絡・調
整が主であり、児童・生徒の指導を行うことはないが、校内における連絡・調整や指導
の記録を行うことから、小・中学校教育や学校運営への理解が求められる。このため、
教員として勤務した経験がある者、若しくは教員免許を有する者が望ましい。さらに、
特別支援教育に理解があり、小・中学校の実情に精通している者も対象となり得る。
　なお、特別支援教室専門員も、当該校の職員であることから、他の教職員と同様に机
やパソコン等の執務環境を整えるとともに、教職員間の連携を図るためにも、既存の職
員室の中に執務場所を確保する必要がある。

　特別支援教室が設置されている学校１校につき年間40時間巡回する。巡回相談心理士
は、特別支援教室の対象児童・生徒が必要とする指導や支援を受けられるようにするた
め、対象児童・生徒が抱える困難さを的確に把握し、その困難さに対応した専門的な指

（6）巡回相談心理士（※東京都の事業により、公立小・中学校に巡回している臨床発達心理士等）
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導を実施するための助言を行う役割を担うものであり、スクールカウンセラーとはその
役割が異なる。
　また、発達障害等のある児童・生徒が抱える学習上又は生活上の困難は、在籍学級に
おいて、児童・生徒に対する適切な指導・支援により改善することもあることから、児童・
生徒の実態に応じて学習環境を整えつつ、指導内容・方法を工夫することも重要である。
このような観点においても、巡回相談心理士が、専門的立場から、在籍学級担任等や巡
回指導教員に対して児童・生徒の支援方法に係る助言を行う。
　具体的に、巡回相談心理士が担当する業務は次のとおりである。

　巡回相談心理士は、巡回指導教員や在籍学級担任等に対する助言が主な役割であり、
児童・生徒やその保護者の相談を直接受けることは業務としては想定していない（上記
の③で、在籍学級担任等や巡回指導教員が児童・生徒やその保護者に対して説明する際
に立ち会うことは差し支えない。）。
　また、特に中学校においては、次の二点に留意する。

①　発達障害等の可能性のある児童・生徒の障害の状態を把握し、特別な指導・
支援の必要性の有無について、在籍校の教員等に対し助言する。

②　児童・生徒の指導・支援に関する校内委員会における検討資料の作成に関
して、当該校の教員等に対し助言する。

③　児童・生徒の指導・支援について、保護者と在籍学級担任等との面談に立
ち会い、専門的な見地から助言する。

④　在籍学級担任等が児童・生徒本人及び保護者に対して支援の開始等につい
て説明する際に、必要に応じて巡回相談心理士が専門的な見地から意見を述べ
る。

⑤　特別支援教室での指導を開始する児童・生徒の個別指導計画等の作成に当
たって、巡回指導教員や在籍学級担任等に対し助言する。

⑥　特別支援教室や在籍学級での児童・生徒を観察し、指導内容等に関して巡
回指導教員や在籍学級担任等に対し助言する。

⑦　児童・生徒の抱える困難の改善状況を把握し、校内委員会への報告及び当
該児童・生徒の特別支援教室での指導の終了に関して助言する。

⑧　特別支援教室での指導の対象となる児童・生徒の有無に関わらず、各学級
の授業を観察し、特別な支援が必要な児童・生徒の指導に関して、在籍学級担
任等に対し助言や支援を行う。

第
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ア　発達段階を踏まえた教職員への助言
　中学生の発達段階では、複雑化する人間関係や将来への不安、さらには二次障害へ
の対応が課題となってくるため、生徒本人の自尊感情を培いながら、自己理解・自己
受容を促し、将来の自己イメージを持たせることが重要である。

イ　生徒本人・保護者に説明する際の支援
　思春期で多感な時期となることから生徒本人が自己の障害特性や抱える課題を受け
入れることがなかなかできず、結果として適切な指導・支援を受けることができない
場合がある。支援を必要とするこれらの生徒本人及びその保護者に対して、生徒の自
尊感情に配慮しながら、障害に対する自己理解と支援に関する合意形成を図り、適切
な支援につなげることが重要である。

＜参考＞発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン
（平成２９年3月文部科学省作成）

特別支援教室に関する施設・設備の確保・整備３

　「障害に応じた通級による指導の手引」改訂第3版4刷（文部科学省編著）では、具体
的にどこに特別支援教室を設けるかについては、「それぞれの学校で工夫することになり
ますが、たとえ自校に空き教室がない場合であっても、放課後を利用したり、特別教室
を利用したりして」指導を行うことは可能であるとしている。
　また、「小学校施設整備指針」及び「中学校施設整備指針」（平成31年３月改訂、文部
科学省）では、通級による指導のための関係室について、空間の可変性を確保するため、
可動間仕切を設置することも有効であるとしている。
　これらは、各校の実情を考慮し、専用のスペースを設けて指導を行うだけでなく、児童・
生徒の障害の状態に応じて、様々に工夫し、柔軟に指導環境を確保することが重要であ
ることを述べている。
　また、児童・生徒の障害特性に応じて感覚や認知の特性に配慮し、児童・生徒が学び
やすい環境を整えていくことが望ましい。例えば、人目を気にする傾向があったり音に
過敏に反応してしまい気が散りやすかったりする児童・生徒が心理的負担なく指導を受
けられるよう、教室内にパーテーション等を設置して個別スペースを確保することも有
用と考えられる。

（1）教室整備の基本的な考え方
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巡回指導体制の編成４
　区市町村教育委員会は、各巡回グループの対象児童・生徒数や対象児童・生徒の障害
の状態等に基づく指導内容・方法、指導時間数等に応じて、巡回指導教員の配置案を策
定し、この配置案に基づき、都教育委員会が任命する。
　配置案の策定に当たっては、区市町村教育委員会はＯＪＴの実施体制を実効性あるも
のとするために、各巡回グループに、巡回指導の中心的役割を担う経験が豊富で専門性
の高い教員を配置することが望ましい。また、各区市町村教育委員会には、人事異動等
があっても常に各巡回グループに巡回指導の中心的役割を担う人材を配置できるよう、
中長期的な視点からの人材の配置や活用、育成を考慮した人事構想を立てることが求め
られる。
　さらに、巡回指導教員の負担を考慮し、一人の巡回指導教員が担当する巡回校の学校
数が多くなり過ぎないように留意する。
　対象となる児童・生徒数が同じであっても、週当たりの指導時間が短時間で十分に困
難の改善が見込まれる児童・生徒が多い学校と、週当たりの指導時間が長い児童・生徒
が多い学校とでは、巡回指導体制が異なるなど、各区市町村教育委員会は、様々な要素
を総合的に考慮して実情に応じた巡回指導体制を立案する必要がある。

第
２
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コラムＱ＆Ａ

Ｑ２　巡回指導教員の校務分掌と部活動　
　「拠点校及び巡回校における校務分掌や部活動の担当については、巡回指導等の業務
に支障が生じないように十分配慮する必要がある。」とされています。どのような理由
からでしょうか。

Ａ２　巡回指導教員は常時拠点校に勤務しているわけではないので、本務校である拠
点校における校務分掌や部活動の担当については、巡回指導教員としての業務に
支障がないように配慮した上で担当することを想定しています。　

　　　まず、拠点校において巡回指導教員の校務分掌を検討する際には、巡回指導教
員は、拠点校・巡回校において、各学校の特別支援教育コーディネーターや特別
支援教室専門員等と連携し発達障害教育の推進役を担うことが求められているこ
とに留意する必要があります。また、放課後の時間帯は、児童・生徒等からの相
談や在籍学級担任等との在籍学級での指導・支援の工夫に関する打合せなど、特
別の指導を担当する教員として対応すべき業務を遂行する必要があることから、
中学校における部活動については、必ず担当することを想定しているものではな
く、部活動を担当する場合においては、巡回指導教員としての業務の遂行に支障
がない範囲にする必要があります。

　　　なお、巡回指導教員は、原則、兼務先である巡回校の校務分掌や部活動を担当
しません。

　　　校務分掌等を持たないと学校への帰属意識が薄くなるという声もありますが、
巡回指導教員は、学年や学級を問わず、様々な児童・生徒への支援や在籍学級担
任等に助言などを行うことから、学校の教育活動に広く貢献することができま
す。また、巡回指導教員の業務は、今後、特別支援教育を担当する場合において
も在籍学級担任等として通常の学級の指導を担当する場合においても、教員とし
て必要な力を身に付けることができる経験になります。巡回指導教員としての業
務に注力し、専門性を高めることが大切です。



第３章　入室と退室（指導の開始と終了）
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目標達成による指導終了に向けて　~原則の指導期間の考え方~１
　特別支援教室では、一人一人の児童・生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・
克服するための指導目標を立て、在籍学級で学校生活を送れるようになることを目指し
指導する。
　特別支援教室での指導開始にあたっては、障害特性そのものの改善・克服を指導目標
として設定するのではなく、障害から生じる困難さによる「つまずき」の軽減や「学習
の仕方」等を身に付けるために必要なことを目標として設定する。（詳細はP73）
　また、指導開始後は、十分な評価がされないまま指導が継続されることのないよう、
在籍学級での適応状況を把握する機会を設けるなど、指導の成果を振り返り、指導開始
当初の指導目標の達成状況を確認することが重要である。
　振り返りの際は、困難を完全に解消したかどうかではなく、児童・生徒が自己の特性
を理解して対応の仕方を学び、前向きに学習等に取組むことができるようになったかな
ど、在籍学級で感じていたつまずきが軽減したかという視点でとらえる必要がある。
　そこで、振り返りを行う節目の期間を設定し、ここでは「原則の指導期間」と定める。
　なお、特別支援教室の指導を終了することは、児童・生徒が必要とする特別な教育的
支援が一切なくなるということではなく、在籍学級における支援へと移行することであ
る。また、原則の指導期間を定めて指導を終了すること自体が目的とならないよう、児童・
生徒、保護者に対して、原則の指導期間の意義を丁寧に説明することが重要である。

　原則の指導期間を、指導の開始時期により、次のとおり定める。
①　年度初めから入室（指導開始）している児童・生徒について（※）
　学年進行や学校生活のサイクルが年度単位であることを踏まえ、原則の指導期間
は1年間とする。特別支援教室で指導してきた児童・生徒が１年間でどのように成
長・変容しているのか、指導の延長が必要かどうかなど、年度末に向けて確実に検
討していくことが重要である。
※4月7日までの判定委員会（注）で、特別支援教室で指導を受けると判定され
ている児童・生徒

（注）判定委員会：本ガイドラインでは、区市町村教育委員会が管内小・中学校の児童・生徒の特別支援教
室への入室を判定する会議体を「判定委員会」と表記することとする。実際の会議体の
名称は、区市町村によって異なる。
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【①に関するイメージ図】

②　年度途中から入室した児童・生徒について
　上記①の考え方を踏まえ、原則の指導期間を入室した年度の翌年度末までとする。
ただし、年度途中に入室した児童・生徒についても、入室した年度末までに、校内
委員会において指導目標の達成状況等についての評価を行い、判定委員会に報告を
行うこととする。

【②に関するイメージ図】

　なお、指導期間中は、在籍学級での適応力の向上を目指し、巡回指導教員のみならず、
保護者や在籍学級担任等を含めた関係者が十分に情報共有及び連携を図り、指導目標の
達成に向けて取り組むことが重要である。
　また、指導の成果を適切に評価した結果、目標を達成し、退室（指導終了）が可能な
場合は、原則の指導期間に捉われず、早期に退室し、在籍学級での支援に移行していく
ことに留意する。

（３月末までに

　指導目標の評価）

４月 ４月

原則の指導期間

（４月から３月末まで）

（３月末までに

　指導目標の評価）

（３月末までに

　指導目標の評価）

４月 ４月 ４月９月 ９月

入室

（９月）

原則の指導期間

（９月から翌３月末まで）

入室

（４月）
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入室までの流れ２
　31ページに掲載の「入室に係るフローチャート」は、特別支援教室に入室するまでの
様々なプロセスを端的に示したものであるが、実際には、必要に応じて同じプロセスを
何度か繰り返しながら、次のステップに進んでいくものである。例えば、レベル１から
レベル２へと支援方法の変更を検討する際などは、レベル１相当の支援を行って成果を
検証し、また別のレベル１相当の支援を行って検証するということを何度か繰り返し、
やはり困難の改善・克服が難しいと判断した場合に、次のレベルの支援を検討すること
が求められる。

ア　就学前機関等からの支援に関する情報の引継ぎ
　発達障害等のある幼児のうち、就学前に療育機関等において支援を受けている幼児
もおり、これらの幼児が小学校に就学する際の就学相談において、それまで受けてき
た支援に関する情報を適切に就学先の小学校に引き継ぐ必要があり、その際には、保
護者の同意が必要である。
　区市町村教育委員会や小学校は、小学校で行う特別の指導や支援の内容を検討する
ために、就学前機関等で受けていた支援の情報を活用することを明確に保護者に伝え、
理解を得る必要がある。

イ　個別の教育支援計画（学校生活支援シート）等による小学校からの引継ぎ
　小学校の校長は、保護者の同意を得て、進学先の中学校の校長と連携を図り、特別
な支援を必要とする児童の学校生活支援シート等を中学校に引き継ぐ。
　中学校では、教科担任制となることや部活動が始まることなどにより、生徒の学習
環境や生活環境が大きく変化するため、教員相互の学校見学や当該児童及び保護者の
中学校見学等の機会を設けるなど、小学校と中学校の積極的な連携を図る。特に、小
学校から引き続いて特別支援教室での指導が必要と考えられる場合には、特別支援教
室の担当教員同士や学級担任同士の情報交換や引継ぎに加え、当該児童や保護者によ
る中学校の特別支援教室の見学や体験等を通じて、中学校における特別支援教室での
指導について理解を促す。

ア　在籍学級担任等の気付き
　小学校で、在籍学級担任が、児童に発達障害等があることに気付くのは、児童が授
業中に立ち歩く、学習に関係のない話を始めるなど、授業の進行の妨げとなるような

（1）就学前機関等からの情報の活用【入室に係るフローチャートの前段階】

（2）在籍学級における児童・生徒への気付き【P31入室に係るフローチャートの①②関係】
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目立った行動をすることによる場合が多い。また、文字の読みや書きに課題が生じ、
練習を積み重ねても成果が得られないなど、学習上の困難さが目立つ場合もある。た
だし、発達障害等のある児童は必ずしも目立った行動をするとは限らず、他の児童と
の関係がうまく構築できない、いくら努力しても読み書きや計算が苦手であることに
児童自身が悩んでいる場合もある。
　中学校では、表面上は友人関係や授業における態度等に問題が生じていなくても、
思春期となり友人との円滑なコミュニケーションが取れず孤立していたり、障害特性
上の困難さに起因して、学習の積み上げが十分にできていないことから、中学校での
学習に対応ができず、学習への意欲が低下していたりすることが見受けられる。
　在籍学級担任等をはじめとする教職員は、児童・生徒一人一人の行動や様子の変化
等を捉え、生活上又は学習上の困難さの要因を把握する必要がある。この際、校長、
副校長、特別支援教育コーディネーター、巡回指導教員、巡回相談心理士等に適宜相
談し、特別の指導が必要な児童・生徒を見落とさないことが重要である。また、気付
きがあった際には、関係教職員と情報を共有する仕組みや共有しやすい教職員間の関
係づくりが求められる。

イ　保護者からの相談等による気付き
　保護者が家庭における児童・生徒の行動や様子の変化等から、在籍学級担任等に相
談したことをきっかけに、学校として児童・生徒の発達障害等に気付くことがある。
常に学校の相談窓口を保護者に知らせるとともに、在籍学級担任等は、家庭での児童・
生徒の様子に関する情報を保護者から積極的に収集しなければならない。

ウ　保護者との認識の共有
　保護者には、最初の気付きの段階から、児童・生徒の困難さや学校として講じてい
る手立てを伝えるとともに、例えば、「まだ難しい所がある」「これから伸びる点がある」
といった具体的な話をしながら、綿密に児童・生徒の困難さを共有していくことが大
変重要である。また、特別支援教室への入室の可能性が出てきた段階では、児童・生
徒や保護者の状況を確認しながら、特別支援教室の目的や指導内容についても説明し、
入室の意思確認等に係るコミュニケーションを図っておく。

　【③】就学前機関等や小学校からの引継ぎ及び在籍学級担任等の気付きなどから、特別
な支援や配慮が必要となる可能性がある児童・生徒を把握した際は、校内委員会等学校
内で情報を共有するとともに、支援の方針について検討し、必要に応じて具体的な支援
策を決定する。

（3）在籍学級での支援等（支援レベル１）【P31入室に係るフローチャートの③④⑤⑥関係】
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　【④⑤⑥】校内委員会【③】等で決定した支援策（指導の工夫や、複数の関係教職員の
各種チェックリスト作成による児童・生徒の困難さの更なる把握など）を実施した後も、
当該児童・生徒の変容とその周囲の児童・生徒の様子について経過観察を行い、校内委
員会等で情報共有・交換等を行う。校内で決定した支援策を実施しても児童・生徒の困
難の改善が難しい場合などには、巡回指導教員や巡回相談心理士に行動観察や助言を依
頼し、より適切な支援を検討する。

　巡回指導教員や巡回相談心理士等の意見も踏まえ、校内委員会において現状の支援で
は改善が難しいと判断した場合、支援員の活用など校内・外の支援と連携し、在籍学級
で指導・支援を実施する。
　支援員の活用など、段階的に支援レベルを上げてもなお困難の改善が見られない場合
には、学校として支援レベル３の要否について検討する。
　なお、発達障害等のある児童・生徒の在籍学級での様子や支援の内容等については、
保護者との情報共有が重要である。特に支援レベル２に係る支援の実施にあたっては、
児童・生徒が抱える困難さについて保護者と認識を共有するとともに、支援の実施につ
いて合意形成が必要となる。

　校内委員会の役割は、発達障害等のある児童・生徒の在籍学級での支援状況等の情報
を集約して実態を把握し、支援レベルの見極めや支援方法、特別支援教室での指導目標
等について、巡回指導教員や巡回相談心理士等の意見も踏まえ、様々な観点から協議・
検討を行うことである。
　なお、協議・検討の際には、在籍学級担任を中心に、児童・生徒のよさや可能性、そ
れまでの指導の成果等を含めて議論していくことが望ましい。
ア　委員構成
　校内委員会には、管理職、在籍学級担任等、特別支援教育コーディネーターや養護
教諭等、学校の実態に応じて適宜必要な教職員が参画するほか、拠点校・巡回校を問
わず、巡回指導教員を委員とすることが必要である。
　巡回指導教員は、専門的な観点から、在籍学級での支援の検討のための校内委員会【③
⑥】において、必要に応じて在籍学級担任等への助言を行うとともに、特別支援教室
の入室の検討に係る校内委員会【⑧】において、特別支援教室での指導が必要な程度
の困難さを有するかどうかや指導目標の設定等について、巡回グループを代表して客
観的・専門的視点から意見を述べる。

（4）校内・外の支援の活用等（支援レベル２）【P31入室に係るフローチャートの⑦関係】

（5）校内委員会の開催【P31入室に係るフローチャートの③⑥⑧関係】
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　また、在籍学級での支援又は特別支援教室の入室の適否を検討する場合には、アセ
スメント（注）に関わった巡回相談心理士が参加することが望ましい。ただし、参加
が難しい場合は、事前に意見を聞き取っておく。

（注）アセスメント：本ガイドラインでは、児童・生徒が抱える課題や困難さの解決に向けた対応方針について検討・
決定するための、児童・生徒に関する多面的な実態把握や総合的な評価のこと。標準化された
発達検査等の他、実態把握のための各種チェックリストなどの把握や評価する際の方法も含め
た総称として使用している。

※巡回指導教員は、予め、同じ巡回グループ内の他の巡回指導教員と十分に協議し、過去や他校の事例と比較考量する
とともに、専門的見地から、特別支援教室での指導が必要な程度の困難さを有するかどうか意見を述べること。

【表４　巡回指導教員及び巡回相談心理士による校内委員会への参加】

巡回指導教員

巡回相談心理士

在籍学級での支援の検討のための
校内委員会【③⑥】

特別支援教室の入室の検討に係る
校内委員会【⑧】

必要に応じて、在籍学級担任等に助言する。
（事前に特別支援教育コーディネーター等が
意見を聞き取ることも可）

対象の児童・生徒に関わっている場合、事前
に特別支援教育コーディネーター等が意見を
聞きとることが望ましい

校内委員会に参加することが望ましいが、参
加できない場合には、書面等で事前に意見を
聞きとる

入室前には、巡回指導教員の客観的かつ専門
的な意見（※）を踏まえる必要があることか
ら、原則、校内委員会に参加する

イ　主な協議内容
　在籍学級での支援の検討のための校内委員会【③⑥】及び特別支援教室の入室の検
討に係る校内委員会【⑧】では、それぞれ主に次の内容について協議する。

【表５　各校内委員会における主な協議内容】

主な協議内容

在籍学級での支援の検討のための
校内委員会
【③⑥】

・･在籍学級での課題とアセスメント結果の共有
・･追加のアセスメントの必要性の有無の検討
・･支援レベルの検討
・･支援レベル１、２の支援内容の検討

・･支援レベル１、２の支援状況や成果の共有
・･支援レベル３の要否について検討
・･特別支援教室での指導目標、指導方針の検討

特別支援教室の入室の検討に係る
校内委員会
【⑧】
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ウ　特別支援教室の入室の検討に係る校内委員会【⑧】における留意事項
　入室の必要性を検討する際には、必ず、指導目標や指導方針に関する検討を行う。
これは、入室後の指導を効果的に行う観点からも非常に重要なことであり、特別支援
教育に係る学校全体の教員の意識向上にもつながる。
　また、行動観察や発達検査等の結果、巡回指導教員や巡回相談心理士等の意見も踏
まえ、総合的に検討する。特に、在籍学級担任等による、児童・生徒の在籍学級での
様子や状況の的確な把握、児童・生徒へのこれまでの取組や支援の効果に関する評価
は、入室について検討・判断するうえで非常に重要である。
　なぜなら、児童・生徒が、特別支援教室で指導を受けた内容を在籍学級で実践した
とき、在籍学級担任等が機を逸せず、児童・生徒を評価したり褒めたりすることが大
変重要であり、在籍学級担任等の認識の違いで、特別支援教室の指導の成果は大きく
左右されるためである。特別支援教室での指導を効果的に進めていくためには、在籍
学級担任等が、対象の児童・生徒の困難さを適切に把握し特別支援教室での指導の内
容や目指すべき児童・生徒の姿について理解した上で、在籍学級において関わり、支
援することが必要である。
　なお、巡回指導教員は、在籍学級担任等への助言のほか、特別支援教室の入室の検
討に係る校内委員会【⑧】に参加し、当該児童・生徒が特別支援教室での指導が必要
な程度の困難さを有するかどうかや、特別支援教室に入室した場合の指導目標の設定
等について、巡回グループを代表して客観的・専門的視点で意見を述べることなどが
求められる。また、巡回指導教員が対象の児童・生徒の行動観察を行った際は、記録
をつけ在籍学級担任等と共有しておくこと等が必要である。

エ　その他
（ア）特別支援教室の入室の検討にあたっては、教育的ニーズを中心に検討する必要が

あることから、医師の診断書のみをもって判断することのないよう留意し、行動観
察や発達検査等の結果等に基づき総合的に支援方法の検討を行う。ただし、医療機
関への受診の状況や服薬の有無等の把握に努める必要がある。

（イ）日頃から、児童・生徒が抱える課題、在籍学級における支援の内容や方法に対す
る評価等について、個別指導計画等の様式に記録しておく。

（ウ）学校が、支援レベル２と判断した児童・生徒のために支援員等の外部人材の配置
を希望した場合や、支援レベル３と判断した児童・生徒について、特別支援教室の
入室の申請を行った場合、区市町村教育委員会は、それまでの支援の状況や支援レ
ベルを判断した経緯等について詳細に書面や聞き取りにより在籍校に確認する。

　　　また、書面や聞き取りでは判断ができない場合には、区市町村教育委員会が直接
当該児童・生徒の行動観察等を実施し、支援の必要性の有無を確認する。
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【表６　発達障害等のある児童・生徒への支援のレベル（再掲）】

支援レベル１

支援レベル２

巡回指導教員や巡回相談心理士の助言に基づく、在籍学級担任等の指導方法の
工夫等により、児童・生徒が抱えている困難さへの対応が可能と思われる程度

校内・外の人的資源等を活用することにより、児童・生徒が抱えている困難さ
への対応が可能と思われる程度

支援レベル３ 特別支援教室での特別な指導が必要と思われる程度

（6）発達検査の実施
【P31入室に係るフローチャートの「専門家による検査実施のタイミングⅠ～Ⅲ」関係】

ア　発達検査の定義
　新版K式発達検査やWISC-Ⅳ知能検査など、発達の状況等を測る標準化された各種
検査を、本ガイドラインでは「発達検査」と表記する。
　なお、自治体が独自に作成した検査等、標準化されていないものは、検査者の主観
が入る可能性があることから、本ガイドラインにおける発達検査には含めない。

イ　発達検査の目的の明確化
　入室前に、発達検査を必ず実施することとし、その目的は次のとおりとする。

（ア）客観的に、知的機能の状態やその他の障害特性や発達の偏りを把握し、入室を判
断するためのアセスメントの１つとする。

（イ）在籍学級や特別支援教室における指導目標、指導内容及び指導方法の手がかりと
する。（発達検査は、児童・生徒の得意な部分と苦手な部分がわかるほか、その児童・
生徒にとってより良い支援の手がかりを得ることができる。）
　なお、特別支援教室での指導や服薬等の効果測定を目的とした実施は適切ではない。
　また、発達検査はあくまでも入室を判断するためのアセスメントの一つであり、
その他のアセスメントを含め総合的に判断する必要があるため、発達検査の結果の
数値のみで入室を判断することは適切ではない。
　さらに、発達検査の結果は、特別支援教室の入室の検討のみに活用するのではな
く、在籍学級や特別支援教室での支援の方針や指導内容の検討のために活用するこ
とが望ましい。

ウ　実施のタイミング
　発達検査を実施するタイミングは、次のⅠ～Ⅲの段階がある。遅くとも、Ⅲの段階
では実施する必要があるが、発達検査の結果を在籍学級での支援方針の検討にも活用
できることから、保護者の理解を得ながら、Ⅱの段階で実施することが望ましい。
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　また、保護者、在籍学級担任等や検査の実施者などの関係者が、発達検査の意義や
結果の活用方法等について十分理解している場合は、より早期からのより良い支援の
ために、Ⅰの段階での実施を検討することが望ましい。
　なお、どの段階で発達検査を実施する場合でも、検査の実施者は、事前に保護者や
在籍学級担任等が対象の児童・生徒のどのような困難さに着目しているかを把握し、
検査結果から導かれる適切なアプローチや具体的指導・支援方法を提案することが望
ましい。

Ⅰ　在籍学級における支援を検討する段階
➡　在籍学級担任等の気付きやチェックリストにより、児童・生徒の困難さの絞
り込みがある程度行われた後のタイミング
　なお、Ⅰの段階については、検査結果から導き出される仮説（特性、課題、
それに対応する効果的と考えられる支援方法等）が重要であり、数値は積極的
に提示しない。

Ⅱ　今後の支援方針の検討を行うにあたって、特別支援教室の入室の可能性が浮上
した段階
➡　レベル２の支援を実施又は今後実施していくタイミング

Ⅲ　学校として、特別支援教室の入室が「適」と考えており、入室後の指導目標や
指導内容を検討する必要がある段階
➡　校内委員会でレベル３と判断し、判定委員会に申請するまでのタイミング
　なお、Ⅲの段階で発達検査を実施する場合、入室の申請を行う直前にも関わ
らず、発達検査の結果から検査を受けた児童・生徒が特別支援教室の対象外で
あることが判明する場合がある。その場合、支援の方針に影響が生じる可能性
があるため、その後の保護者との信頼関係を損なうことのないよう丁寧に説明
するとともに、検討当初から入室を確約するような言動には注意する。

エ　以前の発達検査結果の活用
　発達検査は、一度実施した後、次に実施するまでには一定の期間（例えば、WISC-
Ⅳ知能検査であれば２年以上）を空ける必要がある。そのため、その期間内であれば
直近に実施した検査結果を活用することができる。
　ただし、初回の検査を実施した学年や児童・生徒の状況によっては、一定の期間内に、
再度検査を実施する必要性が生じる場合があるが、その際は検査の種類を変えて発達
検査を実施するなど、柔軟な対応が必要である。
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ア　合意形成Ⅰ（判定委員会に申請する前の合意形成）【⑨】
　児童・生徒には、入室前の面談や体験等を通して、特別支援教室の指導目標や内容
等について、在籍学級担任等や特別支援教育コーディネーターなどから説明を行い、
児童・生徒の意向等に配慮しつつ、特別支援教室に気持ちを向けさせることが大切で
ある。
　また、保護者には、児童・生徒が抱える課題や困難さ、特別支援教室の目的や特別
支援教室での指導の内容のほか、特別支援教室における原則の指導期間や退室の目安
（P88～96参照）などについて、適切に説明・確認し、十分に共有する。
　さらに、通常の学級における授業時間中に特別支援教室で指導を受けることから、
通常の学級での授業をその時間受けられなくなることについても説明し、保護者が総
合的に検討できるよう支援する。
　なお、必要に応じて、特別支援教室の見学や体験の機会を取り入れる。

（ア）合意形成Ⅰのタイミング
　少なくとも、校内委員会において支援レベル３と判断し、判定委員会に申請をす
る前には必ず行う。

（イ）説明者及び対応方法
　校内委員会等での検討を踏まえ、在籍学級担任や特別支援教育コーディネーター
が中心となり、保護者と合意形成を図る。その際、在籍学級担任や特別支援教育コー
ディネーターが単独で抱え込まないよう管理職が同席する等、学校全体で対応する
ことが重要である。また、必要に応じて、巡回指導教員や巡回相談心理士が同席し、
専門的な見地から意見を述べることが求められる。

（ウ）留意点
　保護者、本人との合意形成を経て、当該児童・生徒が特別支援教室で指導を受け
ることを区市町村教育委員会に申請する段階においても、区市町村教育委員会の判
定委員会による判定が学校の判断と異なる可能性があるため、保護者や本人に対し
て、入室を確約するような言動には注意する。

イ　合意形成Ⅱ（判定委員会で入室が決定した後の合意形成）【⑪】
　入室が決定した後には、少なくとも在籍学級担任と巡回指導教員が、また、必要に
応じて管理職も同席したうえで、児童・生徒や保護者と面談を行い、具体的な指導目
標や指導内容、指導時間について合意形成を図る。

（7）児童・生徒や保護者との合意形成【P31入室に係るフローチャートの⑨⑪関係】
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　また、特別支援教室を利用する児童・生徒の困難の改善・克服のためには、保護者
及び学校等の関係者が、特別支援教室の目的や指導内容等について正確に理解するこ
とが大変重要であることから、保護者に対して、書面により認識の共有を図ることが
求められる。
　さらに、入室後も継続的に保護者との面談等を実施し、特別支援教室や在籍学級で
の指導・支援の進捗状況や特別支援教室入室後の児童・生徒の変容等について、共有
していくことも重要である。

主な合意形成の内容 主な説明者

合意形成Ⅰ
（判定委員会申請前）

【⑨】

合意形成Ⅱ
（判定委員会による
入室決定後）
【⑪】

・制度全般を説明
特別支援教室の目的
指導の内容（自立活動）
原則の指導期間
退室の目安

・区市町村に申請すること

管理職同席のもと次の者が中心と
なって対応
・在籍学級担任
・特別支援教育コーディネーター
（必要に応じて、巡回指導教員や
巡回相談心理士が同席し、専門的
な見地から意見を述べる）

・在籍学級担任
・巡回指導教員
・（必要に応じて）管理職

・対象となる児童・生徒の特別
支援教室での指導目標、指導内
容及び指導時間
（書面で確認）

ア　委員構成
　「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知）」（平成
25年10月４日付･25文科初第756号）は、「障害の判断に当たっては、障害のある児
童生徒に対する教育の経験のある教員等による観察・検査、専門医による診断等に基
づき教育学、医学、心理学等の観点から総合的かつ慎重に行うこと。その際、通級に
よる指導の特質に鑑み、個々の児童生徒について、通常の学級での適応性、通級によ
る指導に要する適正な時間等を十分考慮すること」としている。また、判定委員会の
専門性と客観性を担保する観点から、判定委員会の委員には、少なくとも次の（ア）
から（ウ）の専門家を参画させるものとする。

（8）特別支援教室の入室に係る判定委員会【P31入室に係るフローチャートの⑩関係】

【表７　主な合意形成の内容及び主な説明者】
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　なお、判定委員会に参画する専門家は、判定委員会を開催するまでの間に、対象の
児童・生徒に対して、直接の支援や在籍校での校内委員会等において関与していない
者とする必要がある。

（ア）教育学の専門家
　教育学を専門とする学識経験者（大学の教員や研究機関の研究職等）が望ましい
が、学識経験者でない場合には、次のaからcまでの要件を満たしている必要がある。
加えて、dからhまでの要件を満たしていることが望ましい。
　なお、現職の小・中学校の教員は該当しない。
ａ　通常の学級の教育課程に加えて、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を
参考とする特別の教育課程の編成を理解している。

ｂ　学校生活支援シート（個別の教育支援計画）や個別指導計画の作成・活用に関
する知識や経験を有している。

ｃ　特別支援教育及び発達障害に関する一定の知識を有している。
ｄ　障害のある児童・生徒の指導経験がある。
ｅ　小・中学校の特別支援学級設置校や特別支援学校の管理職の経験がある。
ｆ　障害のある児童・生徒に関する、教育以外の医療、福祉、保健、労働等の関係
機関との連携について一定の知識を有している。

ｇ　発達検査等の結果を教育にどのように反映できるか等、教育以外の専門性を教
育へ活用する知識や経験を有している。

ｈ　就学相談から中学校・高等学校・特別支援学校への進学や転学、高等学校や特
別支援学校卒業後の進路についての知識を有している。

（イ）医学の専門家
　児童精神科医又は小児神経科医が望ましい。
　なお、出席が難しい場合には、事前に、学校から提出された対象児童・生徒の資
料を確認してもらい、所見をもらうなど、医師の意見を聞き取っておくことが必要
である。

（ウ）心理学の専門家
　心理学を専門とする学識経験者（大学の教員等）や外部機関の心理職とする。
　なお、客観性を担保する観点から、管内の学校に従事しているスクールカウンセ
ラーや特別支援教室に関わる地区内の教育相談の臨床心理士等は該当しない。

イ　判定委員会の開催回数
　年度途中に、在籍学級における障害による困難さや特別支援教室での指導の必要性
が判明した場合に、早急に特別の指導を開始できるよう、少なくとも学期に１回は開
催する必要がある。
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　なお、各区市町村教育委員会において、審議案件数や判定等に要する審議時間など
に応じて、学期に２回以上の実施をするなど、必要の都度開催されることが望ましい。

ウ　判定委員会による判定
（ア）在籍校から判定委員会への提出資料

　判定委員会への提出資料については、発達検査結果のほか、支援レベル３と判断
した経緯（支援レベル１、２の段階での支援内容や評価など）や、特別支援教室で
の指導目標及び指導方針に関する資料が、最低限必要である。
　そのうえで、判定委員会で、教育、医学、心理学の各専門家から特別支援教室入
室の適否等に係る意見を聞くことが求められる。
　なお、指導目標及び指導方針については、判定委員会での意見を踏まえ、入室決
定後、再度校内委員会で検討し、学校が決定する。

（イ）判定委員会での説明者
　判定委員会において、対象となる児童・生徒の入室が必要であるとの判断に至っ
た経緯や支援レベル１、２の段階での支援の状況等については、可能な限り在籍校
の管理職同席のもと、在籍学級担任が必要に応じて特別支援教育コーディネーター
とともに説明する。在籍校の管理職が同席できない場合には、対象の児童・生徒の
入室に係る校長の意見を書面等により明示する必要がある。
　なお、在籍校の関係教員に加えて、巡回指導教員が同席しても構わない。

入室後の流れ３
　P･43、P･48及びP･50に掲載の「入室後のフローチャートⅠ～Ⅲ」は、特別支援教室
に入室後の様々なプロセスを端的に示したものである。特別支援教室入室後は、障害に
よる学習上又は生活上の困難の改善・克服を目指し、本人、保護者、在籍学級担任等、
巡回指導教員等関係者が一丸となり、指導目標の達成に向けて取り組む必要がある。ま
た、特別支援教室での指導を効果的なものとするためには、特別支援教室での指導のみ
ならず、在籍学級や家庭等において一貫性のある指導・支援が求められる。そのため、
関係者で、こまめに指導内容について振り返り、その評価を共有することが重要である。

第
３
章



43

1

（注）



44

入
室
と
退
室

（1）個別指導計画及び連携型個別指導計画の作成（指導目標の設定）
【P43入室後のフローチャートⅠの①関係】

（2）指導の評価と児童・生徒や保護者との情報共有
【P43入室後のフローチャートⅠの⑤⑥関係】

　校長は、入室が決定した児童・生徒について、指導開始までの間に、指導目標を設定し、
個別指導計画及び連携型個別指導計画を作成する。

　特別支援教室での指導については、少なくとも３か月又は学期ごとに、指導目標の達
成状況や児童・生徒の変容などについて評価し、指導目標に対する進捗状況について校
内委員会への報告等により学校内で情報を共有する。
　具体的には、特別支援教室の原則の指導期間や退室の目安（P88～96参照）などを念
頭に置き、主に次のア～ウの内容について学校として確認・検討したうえで、その結果
や理由等を児童・生徒や保護者と定期的に共有する必要がある。継続的に当該児童・生
徒の変容について保護者に報告することにより、指導への信頼を得るとともに、指導目
標達成による退室を視野に入れた指導計画への理解を促す。また、必要に応じて、保護
者に授業の様子を見てもらうことにより、対象児童・生徒の状況について共通理解を図る。
ア　課題の改善状況や在籍学級での適応状況、特別支援教室での指導の成果が在籍学級
においても活用できているかを確認する。

イ　児童・生徒の指導目標の達成状況と、特別支援教室で指導を受けている時間帯は在
籍学級での授業を受けられないというデメリットを考慮し、必要に応じて巡回相談心
理士の活用等により、在籍学級のみの支援への移行に向けて、特別支援教室での指導
の時間数を段階的に減らすなど真に必要な指導時間数を検討する。

ウ　在籍学級のみの支援への移行に向けて、在籍学級での支援内容及び支援員等との関
わりや巡回指導教員による在籍学級での様子の観察などについて検討する。

　対象児童・生徒が可能な限り多くの時間、在籍学級で他の児童・生徒と共に有意義な
学校生活を送れるようになることが特別支援教室の目的である。
　このため、在籍学級担任等や巡回指導教員などによる対象児童・生徒に対する評価、
保護者の意見等から、当初設定した児童・生徒一人一人の指導目標がどの程度達成され
たかについて、少なくとも年度末までに１回は、学校として退室及び指導延長について
検討する必要がある。検討に当たっては、指導目標を設定する際と同様、在籍学級担任

（3）退室及び指導延長の検討のための校内委員会【P43入室後のフローチャートⅠの⑦関係】
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等から児童・生徒の変容に対する認識や意見を聴取することが不可欠である。
　また、巡回指導教員は、あらかじめ、同じ巡回グループ内の他の巡回指導教員と十分
に協議し、過去や他校の事例と比較考量するとともに、客観的かつ専門的見地から、退
室が適当か指導延長が適当かについて意見等を述べる。
　なお、学校として退室又は指導延長を判断するにあたっては、保護者や児童・生徒本
人の意向を十分に確認する必要がある。この段階になって初めて、児童・生徒の変容や
退室の見込み等について保護者と確認・共有することにならないよう留意しなければな
らない。

（4）退室に係る児童・生徒や保護者への説明及び合意形成等
【P43入室後のフローチャートⅠの⑧⑨関係】

　特別支援教室の退室は、当初設定した指導目標を達成し、在籍学級での支援につなげ
ていくことである。児童・生徒が必要とする「特別な支援」は、特別支援教室の退室に
より終了するのではなく、在籍学級等で継続して行われていくことになる。
　校内委員会で、退室を決定した後、児童・生徒や保護者に対し、在籍学級における支
援や指導について説明し、合意形成を図る。その際、退室後、一定の条件を満たす場合
の再入室（P50参照）の手続きを簡略化できること等についても、十分に説明する。校
長は、児童・生徒本人及び保護者の合意を得た上で、特別支援教室の退室について区市
町村教育委員会に報告又は申請する。
　「報告」とする場合は、区市町村教育委員会が報告内容を確認する。「申請」とする場
合は、校長からの申請に基づき、判定委員会において、指導開始の判定と同様に各委員
の専門的立場から退室について審議する。
　なお、学校としては退室が適当であると判断した場合であっても、教育学、医学、心
理学等の観点からの総合的かつ客観的な判断を要するなどの場合には、判定委員会で審
議することが望ましい。

　原則の指導期間内に指導目標を達成できない場合、以下アからウのとおり、指導を延
長することができる。（ただし、P29･１①のケースに限る。）
ア　指導延長の条件
　次の（ア）～（ウ）の全てを満たす場合、指導期間を延長することができる。

（ア）当年度の指導目標が未達成であり、同様の指導目標で指導を継続する必要がある。
（イ）指導期間延長後の具体的な指導方針や指導計画等が明確である。

（5）原則の指導期間に係る例外適用【P43入室後のフローチャートⅠの⑪関係】
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（ウ）延長後１年以内で指導目標が達成できる見込みである。
イ　再設定する指導期間
　特別支援教室での指導を延長する場合、再設定する指導期間は最長１年間とする。
　なお、延長期間経過後、指導目標が達成できず、在籍学級のみの支援への移行は難
しいと校内委員会で判断した場合は、適切な支援のあり方について、改めて、区市町
村教育委員会が設置する判定委員会や就学支援委員会等で審議する。

ウ　指導延長に関する検討や審議
　指導期間を延長する場合には、指導期間延長に至った経緯及び延長後の指導方針や
指導計画（※）について、校内委員会において十分に確認・検討する必要がある。また、
校内委員会での検討を経て、判定委員会で指導延長に関して総合的に審議する。
　なお、判定委員会での審議については、同様の指導目標での指導が前提となること
を踏まえ、書類のみの審査等、簡易的な方法に代えることもできる。
※「３か月×３セッション」の考え方（P78参照）に基づく、具体的な指導方針及び
指導計画等

【年度初めに入室した場合のイメージ図】

エ　年度途中に入室した児童・生徒（P30･１②のケース）の取扱い
　入室した年度末までに、校内委員会において指導目標の達成状況等についての評価
を行い、判定委員会に報告を行う。入室の翌年度については、「P48入室後のフロー
チャート　Ⅱ」を準用する。ただし、⑰３か月又は学期ごとの学校の評価に対する区
市町村教育委員会の確認は不要とする。
　また、翌年度末（原則の指導期間中）に指導目標が達成できず、在籍学級のみの支
援への移行は難しいと校内委員会で判断した場合は、適切な支援のあり方について、
判定委員会や就学支援委員会等で審議する。

（３月末までに

　指導目標の評価）

（３月末までに

　指導目標の評価）

４月 ４月 ４月

入室

（４月）

原則の指導期間

（４月から３月末まで）

延長

（翌３月末まで）
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　なお、年度途中に入室した児童・生徒は、そもそも年度初めに入室した児童・生徒
よりも長めに原則の指導期間が設定されることから、「指導の延長」という考え方は適
用しない。

【年度途中に入室した場合のイメージ図】

（３月末までに

　指導目標の評価）

（３月末までに

　指導目標の評価）

４月 ９月 ９月４月 ４月

入室

（９月）

原則の指導期間

（９月から翌３月末まで）

４月以降 「入室後のフローチャートⅡ」 を準用

延長
なし
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特別支援

教室

在籍学級

（退室）

特別支援

学級
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　校内委員会において、「３か月×３セッション」の考え方に基づき、おおむね３か月又
は学期ごとに指導目標の達成状況等の評価を行う。評価後は、３か月間又は学期期間中
の指導の経過、児童・生徒の変容及び次の期間の指導計画等について、区市町村教育委
員会に書面で報告する。
　報告を受けた区市町村教育委員会は、指導延長の条件を踏まえ、指導延長後の在籍校
の取組状況について確認し、指導目標の達成に向けて必要な指導・助言を行う。

　指導延長した場合、同様の指導目標で最大２年間特別支援教室において指導を行うこ
とになる。延長期間内に、設定した指導目標が達成できない場合、引き続き特別支援教
室での指導を継続することが適切なのか別の支援方法が適切なのか、適切な支援のあり
方について、区市町村教育委員会が設置する判定委員会や就学支援委員会等において、
改めて、十分に審議し、総合的に判断することが求められる。
　なお、フローチャートには、支援先の例としてイメージを持ちやすくするため、３つ
の例を記載している。再度、特別支援教室での支援が適当と判定された場合は、「P43入
室後のフローチャート　Ⅰ」により指導・支援等を進めていく。

（6）指導延長期間中の評価【P48入室後のフローチャートⅡの⑯⑰関係】

（7）延長期間終了後の対応に関する検討【P48入室後のフローチャートⅡの㉓関係】
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P31

　指導期間中は、在籍学級での適応力の向上を目指し、直接指導を受ける児童・生徒や
指導する巡回指導教員のみならず、保護者や在籍学級担任等を含めた関係者が十分に情
報共有及び連携を図り、指導目標の達成に向けて取り組むことが重要である。
　目標を達成して退室した児童・生徒が、再度、前回入室時に見受けられた困難と同様
の困難が生じ特別支援教室での指導必要となった場合には、速やかに特別支援教室での
指導につなげる必要がある。
　一定の条件を満たす再入室については、それまでの支援の状況等を考慮し、以下のと
おり入室に係る手続きを簡略化することができることとする。

（8）再入室に関する仕組みの構築【P50入室後のフローチャートⅢ関係】
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ア　再入室の定義
　再入室とは、「前回入室時と同様の『障害による学習上又は生活上の困難』を改善・
克服するため、再び特別支援教室に入室すること」とする。

イ　再入室の手続き簡略化の条件
　特別支援教室退室後、おおむね３か月以上６か月の間に、前回入室時に見受けられ
た困難と同様の困難が生じ、校内委員会において入室が必要と判断された場合とする。
　なお、前回入室時と異なる困難が生じた場合には、P31「入室に係るフローチャート」
に沿って検討を進める。

ウ　簡略化に係る具体的な手続き
　上記イの条件に合致する再入室については、校内委員会での十分な検討をした上で、
次の（ア）又は（イ）の方法により、判定委員会における審議を簡略化できる。

（ア）審議に代えて、書類のみの審査等、簡易的な方法により判定する。
（イ）再入室の申請時期と判定委員会の実施のタイミングが合わない場合、指導開始後

に判定委員会に報告したうえで、事後承認を受ける。
　なお、再入室の判定にあたっては、区市町村教育委員会は、次のaからeまでに
ついて確認する。また、区市町村教育委員会の実態に応じて、在籍学級における指
導の記録や校内委員会の資料など、既存資料の活用も可とし、審査を迅速に行う。
ａ　退室後の在籍学級での支援の状況や指導の経過
ｂ　在籍校において再入室が必要であると判断した理由や検討状況
ｃ　再入室後の指導目標、指導方針及び指導計画
ｄ　発達検査等の結果
ｅ　本人、保護者の再入室に係る意思

エ　その他
　再入室後の指導期間は、原則の指導期間（P29）の考え方を適用する。

第
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コラムＱ＆Ａ

Ｑ３　指導時数　
　小学校では、従来の通級指導学級では週当たり半日程度の指導を受けていたが、在籍
校での特別支援教室では、週当たり2時間程度の指導となり、指導時数が減ったケー
スがあると聞きました。特別支援教室の導入で、必要な時間数の指導が受けられなくなっ
たのではないですか。

Ｑ４　個別指導と小集団指導　
　特別支援教室の導入により、活動場所がない、児童・生徒数がそろわない等の理由に
より、小集団指導を行うことができなくなったと聞きました。情緒障害等通級指導学級
では、個別指導と小集団指導を組み合わせて指導を行っていたので、全員に小集団指導
を行うことができるようにする必要があるのではないですか。

Ａ３　「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知）」（25
文科学初第756号、平成25年 10月４日）では、「通級による指導の特質に鑑み、
個々の児童・生徒について、通常の学級での適応性、通級による指導に要する適
正な時間等を十分考慮すること。」としており、都においても、特別支援教室で
の指導の開始に当たっては、対象児童・生徒の障害の状態等の的確な把握に基づ
き、指導目標、指導方針、週当たりの指導時間などをあらかじめ検討し、設定す
ることとしています。
　小学校では特別支援教室の導入により、指導時数が減少している場合がありま
すが、これは、その理由として、自校で指導を受けられるようになったことによ
り、対象児童に真に必要な指導時数・指導内容が精選して行われるようになった
ことや、校内での連携が進み、通常の学級で行う配慮や支援が増えたことなどが
挙げられています。指導の精選や校内での連携等により通級による指導時数が減
少し、通常の授業を受けることができる時数が増えたことは、特別支援教室導入
の効果の表れといえます。

Ａ４　都において、特別支援教室での指導を開始するに当たっては、対象児童・生徒
の障害の状態等の的確な把握に基づき、指導目標、指導方針、週当たり指導時数
などをあらかじめ検討し、設定の上、判定を行うこととしています。そのうち、
指導方針においては、対象児童・生徒が指導目標を達成するために、指導内容や、
指導形態（個別指導、小集団指導）に関する方針を設定することとしています。
　個別指導、小集団指導の指導形態は児童・生徒の障害の状態に応じて適切に設
定するものであり、特別支援教室で指導を受ける児童・生徒全員に、必ず個別指
導、小集団指導両方の指導が必要なものではありません。
　また、文部科学省の見解でも、「個別指導を中心とし、必要に応じでグループ
指導を組み合わせることが適当」とされています。
　なお、指導上の必要がある場合には、他校に設置されている特別支援教室で指
導を受けることも可能です。
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巡回指導教員に求められる専門性１

　巡回指導教員は、自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害の各障害の特徴
に関して知識を深めることはもとより、児童・生徒一人一人が抱える困難さがどのよう
な障害の特徴に起因しているのかを理解し、その困難を改善するための手立てを見いだ
すことができる専門性が求められる。また、対象児童・生徒の状況に応じて、どの困難
さを優先して改善に向け指導していくべきかについて、判断できる専門性が求められる。

　特別支援教室での指導の目的は、対象児童・生徒が抱える困難を改善して在籍学級の
中で円滑に学習ができるようにすることである。そのため、まずは、通常の学級の教育
課程の十分な理解が必要である。その上で、小学校学習指導要領又は中学校学習指導要
領における特別の指導の位置付けや、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領におけ
る「自立活動」の目標と内容に関する理解が必要となる。
　特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）には、
自立活動の内容の６区分２７項目について解説されているが、「区分ごと又は項目ごとに
別々に指導することを意図しているわけではないことに十分留意する必要がある。」とあ
り、本記述を正しく理解しておくことが重要である。つまり、児童・生徒の実態把握を
基に、必要とされる項目を選定した上で、それらを相互に関連付けて具体的な指導内容
を設定することが重要である。

（1）対象児童・生徒の障害の理解

（2）特別支援教室の教育課程（「自立活動」）に関する理解

【表８　自立活動の内容（６区分２７項目）】
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　なお、自立活動の指導は、個別指導の形態で行われることが多いが、効果的である場
合は児童・生徒の集団を構成して指導する形態も考えられる。しかし、自立活動の指導
計画は、個別に作成することが基本であり、最初から集団で指導することを前提とする
ものではない点に十分留意することが必要である。
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　対象児童・生徒の障害特性や困難さを踏まえ、在籍学級での学習状況や集団参加状況
の改善につながる指導内容・方法を立案し、その指導内容・方法に応じた教材・教具を
準備できる専門性が必要となる。また、一貫性や継続性のある指導を行うために、特別
支援教室の指導内容・方法や教材・教具を在籍学級担任等と共有し、必要に応じて、在
籍学級での指導に活用されることが求められる。
　なお、教材・教具の作製は、特別支援教室専門員も担うことになるので、どのような
目的で、どのような教材・教具が必要なのか等について的確に説明できなければならない。

（３）具体的な指導内容・方法や教材・教具作製に関する能力

巡回指導教員の専門性の向上２

　巡回指導を実施する際には、特別の指導の経験がある教員と、特別支援教育を担当し
たことのない教員や教職経験の浅い教員等を組み合わせ、専門性の高い教員が、実際の
指導場面で他の教員に対して指導・助言できるＯＪＴの実施体制を構築することが重要
である。また、巡回指導教員が、特別支援教室での指導に関する悩みや児童・生徒の様
子等で気になる点があった場合に、他の巡回指導教員にタイムリーに相談・協議等を行
い、解決策やそのヒントを得た上で次の指導等に生かすことができるよう、拠点校にお
いて、可能な限り、巡回指導教員同士が日常的に顔を合わせることができる状況をつく
ることが必要である。さらに、巡回指導教員同士の情報共有や業務に係る調整のため、
巡回指導教員が拠点校で同じ時間に集まる機会を、最低週１回半日程度、設定すること
が望ましい。
　このように、様々な専門性を有する教員によるＯＪＴの実施体制の確立を可能とする
ためには、各区市町村教育委員会において巡回グループの編成の仕方を工夫するととも
に、拠点校の校長の特別支援教育の推進に係るリーダーシップの発揮が必要である。

（1）巡回指導におけるＯＪＴの実施
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　巡回指導教員の専門性の向上には、学校単位、巡回グループ単位での研修が効果的で
ある。巡回指導教員には、発達障害に関する一般的な知識に加え、児童・生徒一人一人
への指導に関する事例検討等、具体的な指導内容・方法に関する研修が必要である。
　また、巡回指導教員の指導内容・方法に関する専門性を高めるためには、区市町村教
育委員会が、巡回指導教員の実践等を、保護者や在籍学級担任等、その他住民に向けて
発表する機会を設けるなどの工夫が必要である。
　区市町村教育委員会が、管内の学校での巡回相談心理士からの対象児童・生徒の指導
に関する助言を記録、分析し、巡回指導教員や在籍学級担任等に指導・助言することで、
専門性の向上を一層図ることができる。

　専門性の高い巡回指導教員となる人材を確保するためには、特別支援学級（特別支援
教室を含む。）教員の公募人事や、小・中学校と特別支援学校の教員の異校種期限付異動
なども活用し、発達障害等のある児童・生徒への教育に対する意識が高く、特別支援教

　特別支援学校のセンター的機能の活用をより効果的なものとするためには、区市町村
教育委員会が特別支援学校に対し、一つの巡回グループに１学期間等の一定期間を定め、
特別支援学校の特別支援教育コーディネーター等が派遣されるよう計画的に依頼するこ
とが有効である。このため、各区市町村教育委員会が特別支援教室の状況を的確に把握
し、どの巡回グループに対し優先的に専門性の向上を図るのか、どのレベルまで向上さ
せるのか等の計画を立て、特別支援学校に対し派遣依頼をする必要がある。さらに、区
市町村教育委員会は、専門性の向上が図られた特別支援教室を拠点にし、その成果を他
の特別支援教室や在籍学級等に普及させることが重要である。
　例えば、センター的機能を活用して、巡回指導の際に特別支援学校の教員の派遣を依
頼し、児童・生徒一人一人の実態の把握や、授業研究を通して個に応じた指導内容・方
法、教材の在り方などに係る助言を受けることにより、巡回指導教員の専門性の向上が
期待できる。ただし、特別支援学校の教員は小・中学校教育の専門家ではないことから、
巡回指導教員自らが主体的に専門性を向上させる姿勢が不可欠である。
　なお、特別支援学校の教員には兼務発令（Ｐ61　第５章）がなされていないことから、
直接児童・生徒の指導は行えず、巡回指導教員への助言者であることに留意する必要が
ある。

（2）教育委員会による取組

（4）人材の有効活用

（3）特別支援学校のセンター的機能の活用
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育に必要な資質・能力を備えた教員を確保することが重要である。
＜人事異動を活用した特別支援教育を担う人材育成及び人材確保＞

○特別支援学級や特別支援教室等の教員公募の活用
　特別支援教育に対する意識が高く、必要な資質・能力を持った教員を確保するために、特
別支援学級や特別支援教室等の教員について公募人事を実施しています。

○小・中学校と特別支援学校の教員の異校種期限付異動の活用
　特別支援教育を担う専門性の高い教員の育成や確保、児童・生徒の発達段階に応じた指導
の向上等を図ることを目的として、小・中学校と特別支援学校の間で期限を定めて行う異動
の仕組みがあります。
　小・中学校に期限付で異動した特別支援学校の教員を、小・中学校の特別支援教育の専門
性向上を担う教員として活用しています。また、特別支援学校に期限付で異動した小・中学
校の教員を、将来の小・中学校の特別支援教育を担う教員として育成しています。

　特別支援教室に関係する法令や通知の確認とともに、指導・支援にあたっては、必要
に応じて、例えば次の資料やサイト等も参考にすることが重要である。
ア　特別支援学校教育要領・学習指導要領解説　自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）
イ　初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド
【https://www.mext.go.jp/tsukyu-guide/index.html】

ウ　障害に応じた通級による指導の手引（文部科学省編著）
エ　独立行政法人国立特別支援教育総合研究所【https://www.nise.go.jp/nc/】
オ　「特別支援学級・通級による指導　教育課程編成の手引」
（令和3年3月　東京都教育委員会）

カ　「小・中学校の特別支援教育の推進のために」（平成26年3月　東京都教育委員会）
キ　「障害のある児童・生徒の学びを支える特別支援教育の充実」
（令和3年3月　東京都教育委員会）

ク　特別支援教室指導事例等検索サイト（令和３年度運用開始予定）

（5）その他

全ての教職員の理解促進と指導力の向上３

（1）全ての教職員で取り組む発達障害等のある児童・生徒への教育
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　発達障害等のある児童・生徒は、ほとんどの学級に在籍することが推測され、特別支
援教室で特別の指導を受ける児童・生徒は、ほとんどの時間を通常の学級で学んでいる。
また、特別の指導を受けていない発達障害等のある児童・生徒は、通常の学級のみで学
んでいる。このように発達障害等のある児童・生徒は、巡回指導教員以外の在籍学級担
任等の指導も受けていることから、全ての教職員が、発達障害等に対する理解を深め、
障害の状態に応じた適切な指導・支援が実施できることが重要である。
　そのため、全ての教職員が、特別支援教室の目的、指導内容や留意事項などを含め発
達障害等のある児童・生徒への指導・支援について深く理解できるよう、区市町村教育
委員会には、研修や広報物等により更なる理解啓発を促進することが求められる。

　全ての教職員が発達障害等のある児童・生徒への教育についての専門性を高めるため
には、講義形式の研修を実施するだけではなく、多様な形式の研修を様々な場面で設定
することが有効である。
ア　校内研修会
　主に巡回指導教員や特別支援学校の教員等が講師となり、発達障害等に関する基礎
知識に加え、事例研究等を含めた次の項目を盛り込んだ具体的な研修を行う必要があ
る。

（ア）発達障害等のある児童・生徒の障害の特徴
（イ）学校生活支援シート、個別指導計画の作成と活用方法
（ウ）発達障害等の状態に応じた個別の指導
（エ）関係支援機関等の活用
（オ）保護者との連携
（カ）校内支援体制の構築と教職員間連携　など
イ　授業研究
　通常の学級の授業研究においても、発達障害等のある児童・生徒を含めた、全ての
児童・生徒が興味・関心をもって意欲的に学習に取り組める授業の在り方を検討する
ことにより、発達障害等のある児童・生徒への指導・支援にもつなげていくことがで
きる。具体的には、「授業の流れを伝える」「板書を見やすくする」など、全ての児童・
生徒にとって分かりやすい授業をすることである。また、授業後の協議会等で多くの
教員が意見交換を行うことで、発達障害教育の理解を深める一助となる。

ウ　ＯＪＴ
　在籍学級担任等は、巡回指導教員に、児童・生徒の実態把握の方法や、指導の手立て、
教材や補助具の作り方と活用の仕方などを積極的に相談するなど、主体的に学ぶ
姿勢が重要である。

（2）校内での研修等による専門性の向上
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　特別支援教室に入室する前に必ず実施する発達検査は、発達障害があるかどうかを判
断するための検査ではない。発達検査は、検査を受けた児童・生徒の得意な部分と苦手
な部分がわかるほか、その児童・生徒によってより良い支援の手がかりを得ることがで
きることから、特別支援教室での指導方針だけでなく、在籍学級での支援方針の検討に
も資するものである。
　このことから、全ての教員が、発達検査の概要や必要性、結果の活用方法や受検者（児
童・生徒）の負担等について理解することが望ましい。

（3）発達検査に関する理解促進

全ての児童・生徒や保護者と地域住民の理解促進４
　発達障害等のある児童・生徒への教育について、各区市町村教育委員会や各小・中学
校はその役割に応じて、都教育委員会が行う理解促進の取組に加え、各区市町村の住民、
各小・中学校の保護者や児童・生徒等に対する理解促進を図っていく必要がある。
　具体的には、区市町村教育委員会は、特別支援教室の適正かつ円滑な運営に向け、地
域住民の理解を得るため、特別支援教室の概要や運営状況等について周知を図る必要が
ある。このため、ホームページによる発信、広報誌の作成・配布や必要に応じて説明会
の開催等が有効である。
　また、各小・中学校は、保護者に対して、保護者会等の機会を利用して、特別支援教
室の運営に当たっての各学校の特色や工夫等について説明を行い、発達障害等のある児
童・生徒への偏見や差別が生じないように働きかけることはもとより、補習などの学習
支援ができる場などと誤解を与えないよう留意しつつ、理解促進を図ることが重要であ
る。
　さらに、各小・中学校は、特別支援教室の対象児童・生徒が特別の指導を在籍校で受
けるため、対象児童・生徒がどのような指導を受けているのかなど、理解教育の実施（児
童・生徒の理解促進を図ることを目的として、特別支援教室での指導内容等を取り上げ
る授業を行うこと。）、全校集会での紹介や掲示物による情報発信などにより、他の児童・
生徒に正しく理解させることが重要である。
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巡回指導教員の人事管理１

　巡回指導教員は、巡回校では特別支援教室における指導だけでなく、在籍学級担任等
と連携し、在籍学級での児童・生徒の行動観察や校内委員会の参加などの職務に従事す
ることになる。このような中で、本務校である拠点校の校長が、巡回指導教員に対して
巡回校での服務管理や、個別の職務に対して命令や指導を行うことは難しい。また、巡
回校での業務における事故については、当該巡回校の校長が責任を負うことになる。巡
回校では、巡回校の校長が作成した学校経営方針に基づき指導することから、当該巡回
校の職員として校長の下で職務を行うことを明確にする必要がある。
　通級による指導の制度化に関する通達「学校教育法施行規則の一部改正等について」（平
成５年１月28日付文初特第278号初等中等教育局長通達）においては、「教員が、本務
となる学校以外の学校において通級による指導を行う場合には、当該教員の身分取扱い
を明確にすること」とされている。さらに、「障害に応じた通級による指導の手引」改訂
第３版４刷（文部科学省編著）においても、「各教育委員会が当該教師に対して、複数校
兼務の発令を行ったり、非常勤講師の任命を行ったりするなどして、通級による指導を
行う学校における身分取扱いを明確にする必要がある」と示されている。したがって巡
回指導教員について、任命権者である都教育委員会が区市町村教育委員会の内申に基づ
き、拠点校を本務校とし巡回校を兼務校とする兼務発令を行う。

　巡回指導教員は、通常、本務校である拠点校で勤務するのは限られた日となり、残り
の日は巡回校で勤務することとなる。そのため、拠点校の校長は、巡回指導教員の巡回
校での指導や教室運営等の状況を把握するため、巡回校の校長から意見聴取をするとと
もに、可能な限り授業観察等で実際の指導の様子を観察することが望ましい。
　また、拠点校の校長はもとより、巡回校の校長は、自校の児童・生徒が指導を受ける
ことから、特別支援教室における指導の指導計画や週案の確認を必ず行う。

　小・中学校における教員の服務管理については、服務監督権が区市町村教育委員会に
あることから、出勤簿や休暇・職免等処理簿、旅行命令簿の管理など、各校で適切に管
理できるように取扱いを定め、学校に周知することが必要である。

（1）兼務発令

（2）人事管理

（3）服務管理
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　巡回指導教員は、巡回校で児童・生徒の指導を行うだけでなく、他の教員同様に個別
指導計画や学習指導案の作成といった業務を行わなければならない。そのため、机やパ
ソコン等の執務環境を整える必要があるが、教員間の連携を図るためにも、また、管理
職による巡回指導教員の服務管理や、児童・生徒の指導記録等の個人情報紛失防止の観
点からも、巡回指導教員用の執務室を別途用意するのではなく、職員室の中に巡回指導
教員の執務場所を確保することが求められる。職員室に机、椅子、パソコン等を用意す
るほか、専用の下駄箱、ロッカーや出勤札等を整える必要がある。

　巡回指導教員の給与、各種手当、福利厚生及び公務災害に係る事務処理については、
事務の煩雑化を防ぐためにも本務校で処理することが望ましい。
　ただし、巡回指導教員の兼務校分の旅費については、兼務校で支給金額の計算を行い、
本務校で支給する。また、兼務校で発生した公務災害についても事故発生時の状況報告
の資料作成等は兼務校が行う。

　巡回指導教員は兼務発令に伴い、本務校及び兼務校の両方が勤務庁（旅費における在
勤庁）となる。このため、自宅から本務校及び兼務校へは通勤扱いになり、交通費につ
いては通勤手当として支給する。一方、本務校及び兼務校間の移動については出張扱い
になるため、旅費を支給する。
　また、通勤手当の認定事務は、上記(5)で提示したとおり、本務校において行い、本
務校の校長を所属長とする。認定に当たっては、「通勤手当の支給について（平成16年
３月31日付15教人勤第321号）」における交替制勤務者等により算出する。
　なお、算定手順等の詳細は、東京都教育庁人事部勤労課発行の「巡回指導教員に係る
通勤手当算定事務マニュアル」を参照のこと。

（4）執務環境

（5）給与等の支給事務

（6）通勤手当
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